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平成２４年度 刈谷市行政評価委員会 傍聴者用資料 

＜傍聴される皆さんへ＞ 

 

 
１ 傍聴する場合の手続き 

○ 受付にて氏名、お住まいの市町村名を記入してください。 

※ここで得られました情報は、本目的以外には利用しません。 

２ 会議を傍聴するうえで守っていただくこと 

○ 会議を傍聴する際は、委員長の指示に従ってください。 

○ 傍聴者からのご意見やご質問は受け付けられません。 

○ 会議開催中は、私語を慎み、静かに傍聴してください。会議中における

言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないでくださ

い。 

○ 会場の出入りは自由ですが、みだりに席を離れ、会議進行の妨げになら

ないようにしてください。 

○ 会場内で、張り紙、ビラ、プラカード、のぼり等を携帯したり、はちま

きや腕章等を着用しないでください。 

○ 会場内では飲食又は喫煙をしないでください。 

○ 携帯電話等の音の鳴るものは、電源をお切りいただくか、マナーモード

にしてください。 

○ 会場において、写真撮影、録画、録音、その他これに類する行為をしな

いでください。 

○ 手荷物、貴重品の管理は各自にてお願いします。 

○ その他、会場内の秩序を乱したり、会議の支障となる行為はしないでく

ださい。 

※上記の事項に違反した傍聴者には、退場していただくことがあります。

３ 会議の公表について 

○ 本会議の模様は、インターネットによる生中継（ライブ配信サイト：

Ustream（ユーストリーム））を行います。またＫＡＴＣＨによる録画

放送を予定しています。 

○ 会議の記録（議事録、写真等）については、市ホームページで公表しま

す。 

４ アンケートへのご協力 

○ 受付で配布したアンケートにご協力ください。回答済みの用紙は、お帰

りの際に係員にお渡しください。 
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～刈谷市の外部評価の考え方～ 

 刈谷市行政評価委員会における外部評価は、評価の客観性の確保と外部の視点を取

り入れ、その意見をもとに改善・改革につなげることを目的としていることから、行

政評価委員の意見のとりまとめは行いません。各委員から出た意見を持ち帰り、次年

度以降の対応を検討し、年度末に開催される行政評価委員会にて対応内容を報告しま

す。 

刈谷市行政評価委員会委員名簿 
 

委員の構成 所属等 氏名 役職等 

学識経験を 

有する者 

名城大学 

都市情報学部（教授） 
昇   秀 樹 委員長 

愛知大学 

経営学部（助教） 
吉 本 理 沙 委員長職務代理者

愛知教育大学 

（理事・副学長） 
都 築 繁 幸 委員 

弁護士 飛鳥総合法律事務所 加 藤 時 彦 委員 

公認会計士 朝日税理士法人 近 藤 克 麿 委員 

企業代表者 

株式会社豊田自動織機 

（執行役員） 
浅 井 裕 章 委員 

奥野機材株式会社 

（取締役社長） 
天 野 櫻 子 委員 

（敬称略） 

 

 

 

 

刈谷市では、市が実施している事務事業の目的や実施内容、実績などを市民のみ

なさんにわかりやすくお知らせするとともに、市民ニーズを反映した事務事業の効

果的かつ効率的な行政運営の推進を図ることを目的に、事務事業評価を実施しま

す。 

この事務事業評価の客観性を確保するとともに、外部の意見を求めるため、刈谷

市行政評価委員会を設置し、外部評価を実施します。 



 

１ 外部評価の進行 

 外部評価は委員長の進行管理のもと、１事業３０分とし、時間配分は以下のとおり

で実施します。 

No 項目 時間 内容 

1 事業説明 １０分 担当部署から事業の内容について説明します。 

2 質疑応答 

意見提示 

２０分 事業内容について、委員から質問を行います。 

委員から事業に対する意見を提示します。 

※当日の進行状況により、実際に要する時間は変更する場合があります。 

※進行管理として、１０分に１回、２９分に１回、３０分に２回、ベルによる合図を

行います。 

 

２ 評価の視点 

事務事業が市民や社会のニーズからみて必要なものか、事務事業の実施により費用

に見合った効果が得られるのか、また、上位計画との整合性や行政関与のあり方から

みて行政が担うことが妥当なのか、などの観点で評価を行います。 

※行政評価委員会では、事業に対する評価の決定等は行いません。また、当日の評価

内容は、当該事業に対する最終判断となるものではありません。 

 

３ 本資料構成の留意点 

 この資料は、会議当日分の対象となる事務事業の「事務事業評価シート」及びその

事業に関連する資料から構成されており、それぞれにページ数が示されています。 

 資料について、一部パンフレット等は資料の在庫数の理由から委員のみ配布させて

いただいているものがありますので、ご了承ください。 



 

４ スケジュール 

 

 

時間割 ７月２４日（火） 時間割 ７月２５日（水）

9:00 市長あいさつ 9:00 中小企業新開発マネジメント事業

～9:15 事務局説明 ～9:30 経済環境部商工課

9:15 ビデオ広報刈谷製作事業 9:30 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

～9:45 企画財政部広報広聴課 ～10:00 経済環境部環境推進課

9:45 自動車管理事業

～10:15 企画財政部財務課 10:10 地域福祉基金運用事業

～10:40 福祉健康部社会福祉課

10:25 男女共同参画啓発事業 10:40 手当等給付事業

～10:55 市民活動部市民協働課 ～11:10 福祉健康部障害福祉課

10:55 市民相談事業 11:10 子ども医療費助成事業

～11:25 市民活動部市民安全課 ～11:40 福祉健康部国保年金課

13:00 中高生の居場所づくり事業 13:00 市街地整備促進事業

～13:30 生涯学習部生涯学習課 ～13:30 都市整備部まちづくり推進課

13:30 文化財保存整備事業 13:30 緑の街並み推進事業

～14:00 生涯学習部文化振興課 ～14:00 都市整備部公園緑地課

14:00 スポーツ教室開催事業

～14:30 生涯学習部スポーツ課 14:10 公共施設連絡バス運行管理事業

～14:40 都市整備部都市交通課

14:40 ファミリーサポートセンター運営事業 14:40 刈谷生きがい楽農センター運営事業

～15:10 次世代育成部子育て支援課 ～15:10 経済環境部農政課

15:10 排水機場改修事業 15:10 創意ある学校づくり事業

～15:40 建設部雨水対策課 ～15:40 教育部学校教育課

15:40 わが家の地震対策事業 15:40～

～16:10 建設部建築課
委員長総評

昼休み

日時

時間調整（10分）

時間調整（10分）

昼休み

時間調整（10分）

時間調整（10分）
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■問い合わせ先（事務局） 

刈谷市企画財政部企画政策課 TEL：0566-95-0003、FAX：23-1105 
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ビデオ広報刈谷 作品一覧表 
平成２４年４月１日現在 

№ タ  イ  ト  ル 関係課 時間 制作年月 

1 スポーツと芸術の秋 スポーツ課 18分 昭和 63年 11月 

2 刈谷駅南北連絡通路、建設進む 
まちづくり 

推進課 
17分 平成元年 1月 

3 ボランティア ～思いやりで結ぶ福祉の輪～ 市民協働課 20分 平成元年 2月 

4 下水道のあるさわやかなくらし 
下水道建設課 

下水道管理課 
15分 平成元年 5月 

5 ゴミ収集 ～正しく出して美しいまちを～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 15分 平成元年 7月 

6 豊かな心と丈夫なからだ ～新しいゆとりの教育～ 学校教育課 18分 平成元年 9月 

7 健康なからだはみんなの願い ～保健センターの保健事業～ 健康課 20分 平成元年 12月 

8 火災を防ぐ ～消防のもうひとつの役割～ 危機管理課 20分 平成 2年 3月 

◎ 
市制 40周年記念・総集編  

「ともに創造ろう刈谷の未来 ～花と緑と希望あふれるまちづくり～」 
広報広聴課 20分 平成 2年 4月 

9 於大の方 ～刈谷市の歴史を探る①～ 文化振興課 21分 平成 2年 6月 

10 暮らしを支えるきれいな水 ～通水 30周年・刈谷市の水道事業～ 水道課 19分 平成 2年 9月 

11 環境を大切に ～生活排水と放置自転車～ 環境推進課 18分 平成 2年 12月 

12 この街が楽しい ～刈谷のおもしろどころ大集合～ 広報広聴課 18分 平成 3年 3月 

13 緑につつまれて ～刈谷市の緑化推進事業～ 公園緑地課 18分 平成 3年 6月 

14 国際交流 ～海を越えた友好の絆～ 市民協働課 20分 平成 3年 9月 

15 学校給食 ～おいしく 楽しく バランスよく～ 
学校給食 

センター 
18分 平成 3年 12月 

16 
不燃物ステーション方式収集 ～捨てれば「ごみ」も分けて「資源」に

～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 19分 平成 4年 3月 

17 市の花 カキツバタ 文化振興課 20分 平成 4年 6月 

18 
刈谷市の歴史を探る② 野田雨乞笠おどり ～現代に甦る古人の情

念～ 
文化振興課 20分 平成 4年 9月 

19 福祉ボランティア ～学びあう社会連帯の活動～ 障害福祉課 18分 平成 4年 12月 

20 下水道のやくわり ～くらしをささえ、自然を守る～ 
下水道建設課 

下水道管理課 
23分 平成 5年 3月 

21 この街が楽しい② ＴＨＥ 夏祭り ＩＮ ＫＡＲＩＹＡ 商工課 17分 平成 5年 6月 

22 
私たちの街からキックオフ ～わかしゃち国体開催迫る・尐年サッカ

ー～ 
スポーツ課 19分 平成 5年 9月 

23 刈谷の土俵 ～わかしゃち国体開催迫る・相撲～ スポーツ課 19分 平成 5年 12月 

24 ごみ分別のヒント ～減量とリサイクル～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 23分 平成 6年 3月 
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25 刈谷市の歴史を探る③ 万燈祭 文化振興課 24分 平成 6年 6月 

26 一刻も早く、一人でも多く ～救急救命士の活動現場から～ 消防署 19分 平成 6年 9月 

27 市民課は市役所の顔 ～電算処理でより便利に～ 市民課 15分 平成 6年 12月 

◎ 「人にやさしい快適産業文化都市 ～刈谷市制施行 45周年～」 広報広聴課 22分 平成 7年 3月 

◎ 刈谷市の歴史を探る④ 大名行列と奴のねり（45周年特別編） 文化振興課 25分 平成 7年 7月 

28 広がる友好の架け橋 ～ミササガ市民団初来訪～ 市民協働課 19分 平成 7年 11月 

29 歓びの歌声響く ～刈谷第九合唱団～ 文化振興課 19分 平成 8年 3月 

30 ごみのないきれいな街に ～ごみ散乱防止条例と５３０運動～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 17分 平成 8年 7月 

31 自主防災 ～私たちの町は私たちの手で守る～ 危機管理課 19分 平成 8年 11月 

32 スポーツ教室 ～生涯スポーツで明るく豊かな生活を～ スポーツ課 18分 平成 9年 3月 

33 生きがいとふれあいの場 ～高齢者福祉センター「ひまわり」～ 
高齢 

サービス課 
18分 平成 9年 7月 

34 
進めよう！ごみダイエット ～ごみ減量・リサイクルはみんなのつとめ

です～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 18分 平成 9年 12月 

35 遺跡が語る太古のくらし ～中条遺跡 発掘調査始まる～ 文化振興課 18分 平成 10年 3月 

36 南アルプスのさわやかな風… 刈谷市民休暇村「サンモリーユ下條」 生涯学習課 18分 平成 10年 6月 

37 思いやりあふれる健やかなまち ～広がる福祉・保健サービス～ 
長寿課 

障害福祉課 
18分 平成 11年 1月 

38 刈谷市の歴史を探る⑥ 加藤与五郎 ～進歩則創造～ 文化振興課 18分 平成 11年 3月 

39 からだにいいこと始めよう ～秋のイベントより～ 健康課 18分 平成 11年 12月 

○ 刈谷市制施行 50周年 ～刈谷市 50年のあゆみ～ 広報広聴課 18分 平成 12年 3月 

40 刈谷の下水道 ～きれいな水・きれいな街～ 
下水道管理課 

下水道建設課 
10分 平成 12年 12月 

41 歴史の小径① ～小垣江編～ 文化振興課 13分 平成 12年 12月 

42 リサイクル新世紀 ～ごみも大事な資源です～ 
環境推進課 

ごみ減量推進室 17分 平成 12年 12月 

◎ 市制 50周年記念イベント ～刈谷歳時記～ 広報広聴課 23分 平成 13年 3月 

43 歴史の小径② ～東海道編～ 文化振興課 17分 平成 13年 8月 

44 元気に育て！かりやの子どもたち ～刈谷市エンゼルプラン～ 子育て支援課 18分 平成 13年 12月 

45 全世代体験交流ゾーン 「たんぽぽ」 生涯学習課 21分 平成 14年 1月 

46 歴史の小径③ ～井ヶ谷編～ 文化振興課 21分 平成 14年 9月 
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47 
刈谷市の歴史を探る⑦ よみがえる刈谷の山車 ～「肴町の山車」

修復の記録～ 
文化振興課 29分 平成 14年 10月 

48 先生ただいま！ ～児童クラブ訪問記～ 子育て支援課 17分 平成 15年 3月 

49 災害に備える ～みんなで取り組む防災対策～ 危機管理課 16分 平成 15年 12月 

50 ようこそ私たちのまちへ ～人にやさしい快適産業文化都市～ 広報広聴課 18分 平成 16年 3月 

51 『１０９BOX』 刈谷市民ボランティア活動支援センター 市民協働課 17分 平成 16年 3月 

52 いきいき農業 ～ふるさと自慢の特産物～ 農政課 18分 平成 16年 9月 

53 歴史の小径④ ～高津波・小山編～ 文化振興課 20分 平成 17年 2月 

54 地域安全 ～守ろうよ、私の好きな街だから～ 市民安全課 20分 平成 17年 3月 

55 未来への遺産 ～刈谷の文化財展より～ 文化振興課 20分 平成 17年 10月 

56 フレンドシップ ～愛・地球博で広がる国際交流の輪～ 市民協働課 19分 平成 18年 2月 

57 充実する子育て支援 ～次世代育成支援行動計画～ 子育て支援課 18分 平成 18年 3月 

58 華麗なる夏の夜の舞 ～受け継がれる伝統、万燈祭～ 商工課 23分 平成 18年 9月 

59 きれいな地球 住みよいわがまち ～家庭から始める環境保全～ 環境課 18分 平成 19年 3月 

60 
わたしたちのまちの消防団 ～災害から自分たちのまちは自分で守

る～ 
危機管理課 23分 平成 19年 3月 

61 
ご存知ですか？刈谷市シルバー人材センター ～高齢社会から幸齢

社会へ～ 

シルバー 

人材センター 
21分 平成 20年 1月 

62 Let's Enjoy Sports！ ～充実するスポーツ活動拠点～ スポーツ課 18分 平成 20年 1月 

63 歴史の小径⑤ ～鎌倉街道周辺編～ 文化振興課 18分 平成 20年 3月 

64 
美しく、住みよい町づくり ～ごみを正しく分別し、再利用や減量を考え

よう～  

環境推進課 

ごみ減量推進室 16分 平成 2１年 3月 

65 健康はつくるもの ～特定健康診査と成人保健事業～ 健康課 18分 平成 2１年 3月 

66 Come on , Join us ! ～刈谷市国際交流協会～ 市民協働課 18分 平成 2１年 3月 

67 「防災力」を高めよう ～わが家と地域の防災対策～ 
建築課 

危機管理課 
16分 平成 22年 3月 

68 野菜を育ててみませんか！ ～刈谷生きがい楽農センター～ 農政課 20分 平成 22年 3月 

69 創意工夫にあふれたまちへ ～理科教育への取り組み～ 学校教育課 19分 平成 22年 3月 

○ ようこそ！刈谷市へ ～人にやさしい快適産業文化都市～ 広報広聴課 14分 平成 22年 3月 

70 いいまち刈谷新たなステージへ  ～刈谷市制 60周年記念事業～ 広報広聴課 17分 平成 23年 3月 

71 歴史の小径⑥ ～城下町編～ 文化振興課 20分 平成 23年 3月 
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72 豊かなくらしの原動力 ～躍進する刈谷の工業～ 商工課 16分 平成 23年 3月 

73 健康づくり、応援します！～刈谷市総合健康センター～ 健康課 16分 平成 24年 3月 

74 「食」を楽しく～刈谷市食育推進計画～ 
農政課 

健康課 
18分 平成 24年 3月 

75 ふるさとの歴史 再発見～刈谷ふるさとガイドボランティアの会～ 文化振興課 21分 平成 24年 3月 

 

【テーマ・種別】 

種別 件数 種別 件数 種別 件数 

歴史 １４ 教育 ３ 長寿 ２ 

ゴミ減量・分別 ７ 刈谷紹介 ３ 市民協働 １ 

防災・防犯 ７ 子育て ３ 行政 １ 

スポーツ ５ 農業 ３ 文化 １ 

水道・下水道 ４ 緑化推進 ２ 商工業 １ 

健康 ４ 祭り・イベント ２ 土木関係 １ 

国際交流 ４ 施設紹介 ２   

福祉 ３ 環境 ２   

 

【各課の作品の利用方法】 

担当課 利用作品 No. 利用回数 利用方法 

文化振興課 9.18.25.38.41.43.46. 

47.53.55.63.71.75 

年３回 ふるさとガイドボランティアの自習資料 

スポーツ課 62 年２～３回 議員視察時など 

ごみ減量推進室 64 年１回 出前講座資料 

危機管理課 67 年１０回 自主防災会訓練時、会議等の講話資料 

農政課 68.74 年３回 生きがい楽農センター野菜作り研修で放映 

議員視察など 

保育士・幼稚園教諭向け食育研修会で放映 

商工課 72 年２～３回 求職活動のため、県外の高等学校進路指導が刈谷に

来たときに工業の概要を紹介 

産業観光ツアーで刈谷の紹介に利用 

健康課 73 年１１０回 保健推進員養成講座で放映 

げんきプラザ利用者が待合時に視聴 

 

【公共施設での放映】 

公共施設名 頻度 放映方法 

刈谷市役所 

 

毎日 １階正面ロビーの大型モニターでエンドレス放映 

総合文化センター 

 

毎日 １階ロビーの大型モニターでエンドレス放映 

南部生涯学習センター 

 

任意 映像視聴コーナーで DVDによる視聴が可能（視聴者が DVDを再生） 

オアシス館刈谷 

 

毎日 正面玄関付近ロビーのモニターでエンドレス放映 
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指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 保有車輌台数 189 187 189 182 181
指標 （台）
成果 共用車輌利用率（昼間8:30～17:15） 63.7 67.7 67.6 70 70
指標 （％）

 
他市との
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 20,706 19,739 27,075 29,341 合計 27,075,124 円
需用費 8,440,546 円

財
　
源

特定財源 2,248 725 1,087 520 役務費 2,276,733 円
委託料 6,128,640 円

一般財源 18,458 19,014 25,988 28,821 使用料及び賃借料
9,257,135 円

職員人件費　② 0 725 718 749 補償、補填及び賠
償金 362,670 円

総事業費（①＋②） 20,706 20,464 27,793 30,090 公課費 609,400 円

建
設
事
業

全体事業費 0 ２３年度特定財源名称

２３年度迄の累積事業費 0 自動車事故共済保険金収入

２５年度以降の事業費見込 0

Ｄ
　
　
　
Ｏ
　
　
∧
　
　
実
　
　
施
　
　
∨

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ
　
　
Ａ
　
　
Ｎ

４

　
∧
　
計
　
画
　
∨

Ａ
　

年

事
　
業
　
概
　
要

総合計

度

画
分野 計画推進

基本施

　

策 行政経営
施策体系

施

刈

策の内容 効率的な行政

谷

経営

目
　
　
　
的

　公務

市

を安全かつ迅速、効率

事

的に遂行するた

主
た
る

務

内
容

１．車輌の購入、

事

更新及び不用車輌の売

業

却
めに必要な公用車を

評

保有し、車輌を適切に

価

管 ２．車検及び定期検

シ

査の実施
理することに

ー

より有効に活用する。

ト

３．燃料、修繕等維持

（

管理
４．共用車輌の貸

様

出等管理（公用車予約

式

シス
    テムによ

１

る貸出）
５．乗合自動

）

車（大型バス・マイク

会

ロバス）
　　の運行業

計

務

位
置
づ
け

関連計画  

名

根拠法令 刈谷市自動車

担

等運行管理規程

対象者

当

市職員 事業期間 ～

実施

部

方法 ■直営　■委託　

企

□指定管理　□補助・

画

助成　□その他

財政部

一般会計
自動

Ｂ
　
事
　
業
　
実
　

車

績

２１年度実績 ２２年

管

度実績 ２３年度実績 ２

理

４年度計画

保有車輌 

事

189台 保有車輌 1

業

87台 保有車輌 18

担

9台 購入予定車輌 6

当

台
　内共用車輌 54

課

台 　内共用車輌 54

財

台 　内共用車輌 54

務

台 　内新規車輌 1台

課

　内各課等所管車輌 

款

135台 　内各課等所

項

管車輌 133台 　内

目

各課等所管車輌 13

課

5台 　内更新車輌 5

等

台
購入車輌 15台(

長

更新） 購入車輌 9台

名

（更新） 購入車輌 1

西

1台 売却予定車輌 1

村

2台
売却車輌 15台

　

売却車輌 10台 　内

日

新規車輌 4台
　 　内

出

更新車輌 7台
売却車

幸

輌 5台

　業務を効率

2

的に行うために適正な

1

公用車台数を確保する

9

とともに、利用率等を

作

勘案して削減可能な車

成

輌を選定した。保

成果

者

有する車輌は車検、点

天

検を適切に行い故障に

野

よるトラブルの防止に

　

努めた。　

(できたこ

雄

と)

　公用車の事故に

貴

よる修理費の削減
課題

(できなか 

 ったこ
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Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　市の業務に必要な

平

公用車を保有し、全体

成

の利用状況を
・法的業

２

務
高い

把握して、安全

４

で効率的な運用を図る

年

ため、財務課で一
必要

度

性 ・市民ニーズ、社会

　

需要 元管理を行ってい

刈

る。
・市民生活上必要

谷

である　など

　共用車

市

輌については、公用車

事

予約システムにより効

務

率
・コストの節減、費

事

用対効果
普通

良く利用

業

されている。また、公

評

用車の保有台数につい

価

て
効率性 ・執行体制の

シ

効率性 は、利用状況等

ー

の把握に努めて適正な

ト

台数を確保した上
・手

（

段の最適性　など で削

様

減にも努めた。

　車輌

式

を維持管理するため、

２

車検、点検、修繕等の

）

業務
・市が主体となっ

会

て実施する
普通

を外部

計

委託できるが、業務上

名

必要な車輌の運行管理

担

は市
妥当性 　べき事業

当

であるか が行うことが

部

必要である。
・総合計

企

画との整合性　など

　

画

公用車を最適台数保有

財

し、適切に管理運営す

政

ることで

施策への ・施

部

策への貢献度
普通

公務

一

を迅速かつ効率的に行

般

うことができる。
・目

会

標達成度
貢献度 ・市民

計

サービスへの効果　な

自

ど

今後の方向性 □拡充

動

　□現状維持　■改善

車

・効率化　□縮小　□

管

終期設定　□休止・廃

理

止

・引き続き、公用車

事

の最適台数の維持に努

業

めるとともに、車検や

担

点検など適切な管理に

当

努める。
・車輌購入に

課

際しては、低燃費車な

財

ど環境配慮車輌を導入

務

する。
・公用車の事故

課

に伴う修繕費等の削減

款

については、職員に対

項

して事故事例の情報提

目

供等により事故の削減

課

に努　
　める。

等長名 西

Ｃ
 
　
Ｈ
 
　
Ｅ
 

村

　
Ｃ
 
　
Ｋ
 
　
∧
　
評

　

　
価
　
∨

日出幸

2 1 9 作成者 天野　雄貴
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資料　１

自動車管理事業

１　公用車保有状況

共用車輌
各課所管

車輌
共用車輌

各課所管
車輌

共用車輌
各課所管

車輌
共用車輌

各課所管
車輌

2 2 2 2

普 通 11 13 15 15

小 型 10 11 8 14 7 14 2 16

普 通 1 6 1 6 1 6 1 6

小 型 27 39 27 34 26 34 28 28

乗 用 2 3 2 4 2 4 2 4

貨 物 1 37 1 36 1 38 2 37

霊 柩 車 1 1 1 1

公害測定車 1 1 1 1

ごみ収集車 12 12 12 12

排 水 車 1 1 1 1

汚泥吸引車 1 1 1 1

消防車（分団） 21 21 21 21

ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ 2 2 2 2

54 135 54 133 54 135 52 130

うち、低公害車の状況

共用車輌
各課所管

車輌
共用車輌

各課所管
車輌

共用車輌
各課所管

車輌
共用車輌

各課所管
車輌

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 14 8 16 9 16 9 12 10

天然ガス車 6 6 6 6

Ｌ Ｐ ガ ス 車 2 2 2 2

合　　計 14 16 16 17 16 17 12 18

(注) ・掲載車輌は、水道事業会計や社会福祉協議会等が使用する車輌は除く。

・平成２３年度以前の保有状況は、各年度末時点の保有台数

・平成２４年度は、平成２４年７月１日現在の保有台数

２　公用車利用状況 （対象　共用車輌） （単位：％）

午前

午後

〈利用率の考え方〉 各時間帯において１度でも利用した日数の割合（土日祝祭日を除く）

昼間： 午前８時３０分から午後５時１５分 夜間： 午後５時１５分から午前８時３０分

　　午前： 午前８時３０分から午後０時 　　午後： 午後０時から午後５時１５分

３　事故による車輌修繕等状況 （単位：件、円）

件　数

賠償額

修理費用

件　数

修理費用
自 損 事 故

9 10 19

1,529,817 826,410 1,736,775

163,044 936,146 362,670交 通 事 故
70,430 49,905 0

平成21年度 平成22年度 平成23年度
2 5 2

利
用
率

　　昼間 63.7 67.7 67.6

57.2 61.3 60.6

70.4 74.3 74.5

　　夜間 11.5 11 7.6

平成21年度 平成22年度 平成23年度

低公害車

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

182

（単位：台）

車
種

乗用自動車

貨物自動車

軽 自 動 車

特殊用途自動車

小　　計

合　　計 189 187 189

　乗合自動車（バス）

（単位：台）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

11



資料 ２ 

平成２３年度公用車削減についての取り組み 

 

１ 目 的  

  市は公務を迅速かつ効率的に遂行するため公用車を保有しているが、燃料費、保険料等の維持

管理経費が必要となる。そこで業務に支障のない範囲で必要最小限の車輌を保有し、有効に活用

するため、保有する車輌について適正な台数を把握し、公用車の削減を図る。 

 

２ 目 標  

１２台削減 

公用車は、財務課が所管する共用車輌と各課が所管する業務車輌があり、その利用状況等によ

り削減する車輌を決定するが、その削減台数の設定にあたっては、刈谷市職員環境行動計画（エ

コアクション刈谷）において、温室効果ガスの削減目標を平成２１年度の総排出量を基準として、

平成２７年度までに６％削減を目指していることから、当面、市が保有する車輌２４４台（水道

事業等が所管する公用車も対象）の５％にあたる１２台を削減目標と決定した。 

 

３ 削減に向けての調査 

利用用途について 

 公用車をどのような業務に使用しているのか。 

 

利用状況について 

利用頻度、走行距離等 

 

４ 調査結果及び削減取組み   

 調査結果 

共用車輌・・・共用車として、ほぼ毎日利用されているが、トヨエース２ｔのような利用用 

途が限られる車輌については利用率が低い結果であった。 

 

業務車輌・・・ほぼ毎日、利用するという回答が多く、適正に利用されている車輌が多かっ

た。反対に利用回数の少ない車輌も見られたのだが、消防車輌といった特殊

用務のための車輌であった。 

 

削減取組み 

調査結果を踏まえて、利用用途、施設ごとの保有台数、利用頻度、走行距離などを総合的に

判断し、削減検討車輌を２７台に絞り込んだ。その２７台に対して、業務車輌については削減

した場合、業務に支障がないか等の聞き取り調査を行い削減の判断をした。 

また、共用車輌については、老朽化が進んだ車輌や利用率の低い車輌について削減の可能性

を検討した。 
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資料 ２ 

５ 結 果  

削減決定台数 ７台 

   ※車輌内訳 

 車  種 台数 年 式 

共用車輌 

各課所管車輌 

プリウス 

カローラバン 

4台 

3台 

平成 11年式から平成 14年式 

平成７年式から平成 10年式 

  
 

６ 削減効果 

車輌売払実績  売却年月日  平成２４年５月８日 

売却方法   競争入札 

売却台数   ７台 

売却額    ８７３，７９８円 

売却単価   ８１，５００円から１８１，０００円 

 

削減できた維持管理経費  削減経費の推計 １，０７１，０００円 

 

削減効果 合計  １，９４４，７９８円 

13



 

14



村

人 延べ1,243人 （

　

映画上映）
フォトメン

妙

ズコンテスト開催 （映

子

画上映）166人 職員への啓発
職員への啓発 女性団体等への活動支援
女性団体等への活動支援 フォトメンズコンテスト開催
フォトメンズコンテスト開催

　広報紙やホームページを活用した啓発、イベントやコンテストを開催することにより、市民の男女共同参画意識の向上

成果 に努めることができた。

(できたこと)

　男女共同参画意識向上のため、活動に取り組む市民団体とより協力して啓発活動を進める。
課題

(できなか 

 ったこと)

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 イベント開催回数 1 1 2 2 　2
指標 （回）
成果 職場や家庭、地域などで男女が性別に関わりなく活 ― 63.9 ― 65.1 66.3
指標 動ができていると思う市民の割合（％）

　近隣市の啓発イベント開催状況
他市との 碧南市（年1回）、安城市（年2回）、知立市（年1回）、高浜市（年0回）
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 931 1,156 826 1,041 合計 825,708 円
報償費 345,000 円

財
　
源

特定財源 0 0 0 0 旅費 6,640 円
需用費 156,3

Ｄ

18 円

一般財源 93

　

1 1,156 826 1

　

,041 使用料及び賃

　

借料 317,750 

Ｏ

円

職員人件費　② 0 1

　

,087 1,077 1

　

,124

総事業費（①

∧

＋②） 931 2,24

　

3 1,903 2,16

　

5

建
設
事
業

全体事業費

実

0 ２３年度特定財源名

　

称

２３年度迄の累積事

　

業費 0

２５年度以降の

施

事業費見込 0

　
　
∨

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ
　

４

　
Ａ
　
　
Ｎ
　
∧
　
計
　

年

画
　
∨

Ａ
　
事
　
業
　
概

度

　
要

総合計画
分野 計画

　

推進

基本施策 共生・交

刈

流
施策体系

施策の内容

谷

男女共同参画の推進

目

市

　
　
　
的

　男女共同参

事

画社会を実現するため

務

、「男女

主
た
る
内
容

○

事

広報紙等による啓発の

業

実施
共同参画の意識づ

評

くり」を基本目標とし

価

、広 ○国の男女共同参

シ

画週間に合わせ、男女

ー

共同
報紙等による啓発

ト

及び男女共同参画イベ

（

ント 参画に関するイベ

様

ント「あなたとわたし

式

のハ
を実施することに

１

より、市民の男女共同

）

参画 ーモニー」を開催

会

意識の向上を図る。 ・

計

各課協力のもと講演会

名

・講座等を開催
・展示

担

ギャラリーで啓発パネ

当

ル等の展示
・かりやフ

部

ォトメンズコンテスト

市

の開催
・各講座等に臨

民

時保育室を設置
○県の

活

男女共同参画月間に合

動

わせ、「かりや
映画祭

部

」を開催

位
置
づ
け

関連

一

計画 刈谷市男女共同参

般

画プラン

根拠法令 男女

会

共同参画社会基本法

対

計

象者 市民 事業期間 平成

男

１５年度 ～

実施方法 ■

女

直営　□委託　□指定

共

管理　□補助・助成　

同

□その他

参画啓発事業
担当

Ｂ

課

　
事
　
業
　
実
　
績

２１

市

年度実績 ２２年度実績

民

２３年度実績 ２４年度

協

計画

広報紙等による啓

働

発 広報紙等による啓発

課

広報紙等による啓発 広

款

報紙等による啓発
ホー

項

ムページの更新 ホーム

目

ページの更新 ホームペ

課

ージの更新 ホームペー

等

ジの更新
啓発用ビデオ

長

の貸出 啓発用ビデオの

名

貸出 啓発用リーフレッ

神

トの作成 啓発用リーフ

谷

レットの作成
啓発イベ

　

ントの開催（講演会 啓

孝

発イベントの開催（講

彦

演会 啓発イベントの開

 

催（2回） 啓発イベン

2

トの開催（2回）
・劇

1

・講座・展示等） ・映

1

画上映・講座・展示等

作

） （講演会・講座・展

成

示等） （講演会・講座

者

・展示等）
延べ1,3

野

74人 延べ1,446
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　妙子

Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

男女共同

平

参画社会基本法に基づ

成

く刈谷市男女共同参画

２

プ
・法的業務

高い
ラン

４

を推進している。市民

年

の性別役割分担意識等

度

は依然
必要性 ・市民ニ

　

ーズ、社会需要 として

刈

残っており、市民の意

谷

識向上のためには必要

市

性の
・市民生活上必要

事

である　など 高い事業

務

である。

直営事業で実

事

施しているが、イベン

業

ト開催にあたっては
・

評

コストの節減、費用対

価

効果
普通

、関係部署及

シ

び関係団体に企画運営

ー

や協力を依頼し、協
効

ト

率性 ・執行体制の効率

（

性 働を意識している。

様

・手段の最適性　など

式

第７次総合計画の施策

２

に位置づけられており

）

、市民に対
・市が主体

会

となって実施する
高い

計

する意識啓発について

名

は市が主体となって行

担

う必要があ
妥当性 　べ

当

き事業であるか る。
・

部

総合計画との整合性　

市

など

関係団体等と協働

民

するなど、男女共同参

活

画社会実現に寄

施策へ

動

の ・施策への貢献度
普

部

通
与する事業である。

一

また、年1度、男女共

般

同参画週間に
・目標達

会

成度 おいて集中して啓

計

発事業を実施すること

男

で、注目度を高
貢献度

女

・市民サービスへの効

共

果　など め意識高揚に

同

寄与している。

今後の

参

方向性 □拡充　■現状

画

維持　□改善・効率化

啓

　□縮小　□終期設定

発

　□休止・廃止

　平成

事

23年度より第2次刈

業

谷市男女共同参画プラ

担

ンに基づき事業を展開

当

しており、啓発事業を

課

年2回開催している
が

市

、今後も学ぶ機会の提

民

供と事業の定着化が必

協

要である。

働課

款 項

Ｃ
 
　
Ｈ
 
　
Ｅ
 
　
Ｃ

目

 
　
Ｋ
 
　
∧
　
評
　
価

課

　
∨

等長名 神谷　孝彦 

2 1 1 作成者 野村
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”2011 あなたとわたしのハーモニー”　アンケート集計結果
参加延べ人数　　1,243人

① あなたの性別を教えてください。
性別 男性 女性 未記入
人数 49 281 5

② このイベントを何で知りましたか。

項目 市民だより チラシ
友人・知人

から
刈谷市の

HP
新聞 その他 合計

人数 244 33 43 8 0 31 359
・複数回答あり

③　このイベントは『男女共同参画』啓発事業でありますが、イベントに参加して男女共同参画の意識が
　　高まりましたか

1 高まった
2 少し高
まった

3 変わらな
かった

合計

115 156 34 305
122 133 46 301
118 152 30 300

④ 刈谷市の『男女共同参画』推進の取組みについて、最も関心のあるものを１つお選びください。
項目 1 2 3 4 合計
人数 53 50 109 86 298

③　このイベントは『男女共同参画』啓発事業でありますが、イベントに参加して男女共同参画の意識が高まりましたか
　

　 　

１　高まった　　　２　少し高まった　　　３　変わらなかった

④　刈谷市の『男女共同参画』推進の取組みについて、最も関心のあるものを１つお選びください。

３　男女共に仕事と生活のバランスがとれた環境づくり
４　人権を尊重し、男女が共に健康に暮らせるまちづくり

１　家庭や地域において、性別にとらわれることなく生きていく
　　市民の意識づくり
２　行政、社会、地域など、さまざまな分野への参加の機会
　　づくり

項　　目　　/　　人　　数

男女に関わらず、自分らしく多様な生き方を選択していこう！
男女が協力し合って、積極的に家事・育児・介護などを担っていこう！
男性も女性も、仕事と家庭生活をバランスよく両立させていこう！

３．男女共に仕事と生活のバランスがとれた環境づくり
４．人権を尊重し、男女が共に健康に暮らせるまちづくり

１．家庭や地域において、性別にとらわれることなく生きていく市民の意識づくり
２．行政、社会、地域など、さまざまな分野への参加の機会づくり

38% 

51% 

11% 

1

2

3

男女に関わらず、自分らしく多

様な生き方を選択していこう! 

41% 

44% 

15% 1

2

3

男女が協力し合って、積極的に家

事・育児・介護などを担っていこう! 

39% 

51% 

10% 

1

2

3

男性も女性も、仕事と家庭生活

をバランスよく両立させていこう! 

18% 

17% 

36% 

29% 

1

2

3

4
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”2011 かりや映画祭”　アンケート集計結果
上映作品：「ココ・シャネル」 参加人数 166人

　日時：10月15日(土）13時30分～16時00分 
　会場：総合文化センター小ホール

①　はじめに、あなたの性別を教えてください。
性別 男性 女性 未記入
人数 10 75 1

②　このイベントを何で知りましたか

項目 市民だより
友人・知人

から
刈谷市の

HP
その他 合計

人数 40 25 5 16 86
※その他意見

・アピタ掲示板 ・市民協働課 ・レディースカレッジ
・家族（息子・主人・妻） ・生活学校 ・ポスター

③　このイベントは『男女共同参画』啓発事業でありますが、イベントに参加して男女共同参画の意識が高まりましたか
1 高まった 2 少し高まった 3 変わらなかった 合計

30 40 10 80
25 39 15 79
30 37 12 79

④　刈谷市の『男女共同参画』推進の取組みについて、最も関心のあるものを１つお選びください。
項目 1 2 3 4 合計
人数 17 16 28 20 81

⑤　映画の内容についてはいかがでしたか。

項目
大変

よかった
よかった ふつう

あまりよくな
かった

よくなかっ
た

合計

人数 51 30 1 1 0 83

③　このイベントは『男女共同参画』啓発事業でありますが、イベントに参加して男女共同参画の意識が高まりましたか
　

　 　

１　高まった　　　２　少し高まった　　　３　変わらなかった

④　刈谷市の『男女共同参画』推進の取組みについて、最も関心のあるものを１つお選びください。

３　男女共に仕事と生活のバランスがとれた環境づくり
４　人権を尊重し、男女が共に健康に暮らせるまちづくり

１　家庭や地域において、性別にとらわれることなく生きていく
　　市民の意識づくり
２　行政、社会、地域など、さまざまな分野への参加の機会
　　づくり

　　３．男女共に仕事と生活のバランスがとれた環境づくり
　　４．人権を尊重し、男女が共に健康に暮らせるまちづくり

項　　目　　/　　人　　数
男女に関わらず、自分らしく多様な生き方を選択していこう！
男女が協力し合って、積極的に家事・育児・介護などを担っていこう！

男性も女性も、仕事と家庭生活をバランスよく両立させていこう！

　　１．家庭や地域において、性別にとらわれることなく生きていく市民の意識づくり
　　２．行政、社会、地域など、さまざまな分野への参加の機会づくり

21% 

20% 
34% 

25% 
1

2

3

4

32% 

49% 

19% 1

2

3

37% 

50% 

13% 1

2

3

男女に関わらず、自分らしく多

様な生き方を選択していこう! 

男女が協力し合って、積極的に家

事・育児・介護などを担っていこう! 

男性も女性も、仕事と家庭生活

をバランスよく両立させていこう! 

38% 

47% 

15% 1

2

3
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の向上ができた。

成果

(できたこと)

  弁護士相談の予約が多いため、より多くの市民に早期かつ公平に相談を受けることができるように、弁護士相談回数を
課題

増やして相談体制の充実を図る必要がある。
(できなか 

 ったこと)

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 専門の相談員による相談可能回数の増加 1,125 1,137 1,135 1,120 1,260
指標 （回）
成果
指標

・弁護士による法律相談や交通事故相談については、開催回数は近隣市に比べて多いため、他市よりは市民
他市との サービスの充実が図れている。
比較検証 ・相談業務の種類は近隣市の中でも多い方であるため、比較的充実している。

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 9,586 9,455 9,452 9,596 合計 9,451,836 円
賃金 5,462,400 円

財
　
源

特定財源 0 0 0 0 報償費 675,900 円
旅費 6,640 円

一般財源 9,586 9,455 9,452 9,596 需用費 189,262 円
委託料 3,087,000 円

Ｄ

職員人件費　② 0 7,

　

248 7,896 8,

　

242 使用料及び賃借

　

料 30,634 円

総

Ｏ

事業費（①＋②） 9,

　

586 16,703 1

　

7,348 17,83

∧

8

建
設
事
業

全体事業費

　

0 ２３年度特定財源名

　

称

２３年度迄の累積事

実

業費 0

２５年度以降の

　

事業費見込 0

　
施
　
　
∨

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ
　
　
Ａ
　
　

４

Ｎ
　
∧
　
計
　
画
　
∨

Ａ

年

　
事
　
業
　
概
　
要

総合

度

計画
分野 福祉安全

基本

　

施策 市民生活
施策体系

刈

施策の内容 市民相談の

谷

充実

目
　
　
　
的

  市

市

民を対象に生活上生じ

事

る様々な問題の解

主
た

務

る
内
容

  市民相談に

事

関する各種事業を行う

業

。
決を図るため、相談

評

業務を行う。 （一般相

価

談、弁護士相談、交通

シ

事故相談、登
記・境界

ー

・測量・許認可等相談

ト

、年金・労務
相談、消

（

費生活相談、司法書士

様

相談、労働相
談、行政

式

相談）

位
置
づ
け

関連計

１

画  

根拠法令  

対象者

）

市民 事業期間 ～

実施方

会

法 ■直営　■委託　□

計

指定管理　□補助・助

名

成　□その他

担当部 市民活動部

一

Ｂ
　
事
　
業
　
実
　
績

般

２１年度実績 ２２年度

会

実績 ２３年度実績 ２４

計

年度計画

相談件数　1

市

,549件 相談件数　

民

1,517件　 　相談

相

件数　1,558件 弁

談

護士（週2回 ）3人

事

内訳 内訳 内訳 市民相談

業

員　　　2人
一般相談

担

　　　723件 一般相

当

談　　　691件 一般

課

相談　　　759件 交

市

通事故相談員　1人　

民

弁護士相談　　537

安

件 弁護士相談　　53

全

4件 弁護士相談　　5

課

24件 消費生活相談員

款

　1人　
交通事故相談

項

　141件 交通事故相

目

談　136件 交通事故

課

相談　124件
登記境

等

界相談　 23件 登記

長

境界相談　 24件 登

名

記境界相談　 18件

塚

年金労務相談  　7

本

件 年金労務相談  　

　

6件 年金労務相談  

秀

　5件
消費生活相談　

樹

 51件 消費生活相談

2

   43件 消費生活

1

相談   48件
司法

1

書士相談　 64件 司

5

法書士相談　 78件

作

司法書士相談　 70

成

件
その他相談    

者

  3件 その他相談 

杉

     5件 その他

山

相談   　10件
 

　

 市民の悩み解消と諸

能

問題の早期解決の促進

啓

を図り、市民サービス
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Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　市民の生活上の

平

様々な問題を解決する

成

ために必要性は
・法的

２

業務
高い

高い。
必要性

４

・市民ニーズ、社会需

年

要
・市民生活上必要で

度

ある　など

　専門家に

　

よる法律相談の利用が

刈

、より多くの市民に早

谷

・コストの節減、費用

市

対効果
普通

期かつ公平

事

にできるように相談体

務

制を充実していく必要

事

効率性 ・執行体制の効

業

率性 がある。
・手段の

評

最適性　など

　法律相

価

談は、専門家への謝礼

シ

や相談室の確保など市

ー

民
・市が主体となって

ト

実施する
普通

が無料で

（

相談を受けることがで

様

きる環境整備が求めら

式

れ
妥当性 　べき事業で

２

あるか るため、市の関

）

与が妥当である。
・総

会

合計画との整合性　な

計

ど

　市民の悩み解消と

名

諸問題の早期解決を図

担

ることにより

施策への

当

・施策への貢献度
高い

部

市民サービスを向上さ

市

せる効果がある。
・目

民

標達成度
貢献度 ・市民

活

サービスへの効果　な

動

ど

今後の方向性 □拡充

部

　□現状維持　■改善

一

・効率化　□縮小　□

般

終期設定　□休止・廃

会

止

・弁護士相談は予約

計

が多いため、弁護士と

市

調整の上、相談回数を

民

増やして相談体制の充

相

実を図る予定をしてい

談

ま
す。
・消費生活相談

事

を行っている県民生活

業

プラザが高度な相談の

担

みに特化する予定をし

当

ていることから、各市

課

では消
費生活相談の体

市

制強化が必要とされる

民

傾向にあります。その

安

ため、現在週２回行っ

全

ている消費生活相談の

課

回数を
増加する予定を

款

しています。
・今後相

項

談件数の少ない相談を

目

精査していく必要があ

課

ります。

等長名

Ｃ

塚

 
　
Ｈ
 
　
Ｅ
 
　
Ｃ
 

本

　
Ｋ
 
　
∧
　
評
　
価
　

　

∨

秀樹

2 1 15 作成者 杉山　能啓
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者

アカウンセラー（仲間

村

として相談にのる人）

口

養成講座を

(できたこ

　

と) 行い、相談に対応

美

できる知識を習得した

保

。活動内容、イベント

子

等をホームページ、市民だよりに掲載、パンフレットを配

布し周知した。

　本事業の活動として悩みの相談対応があるが、ピアカウンセラーとして活動する大学生スタッフの確保が課題である。
課題

(できなか 

 ったこと)

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 年間開催回数 － 94 97 98 98
指標 （回）
成果
指標

　近隣では、碧南市、豊田市、高浜市が類似の事業を実施している。
他市との
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 0 2,128 1,983 1,998 合計 1,983,481 円
委託料 1,983,481 円

財
　
源

特定財源 0 211 456 432

一般財源 0 1,917 1,527 1,566

職員人件費　② 0 725 1,077 974

総事業費（①＋②） 0 2,853 3,060 2,972

建
設
事
業

全体事業費 0 ２３年度特定財源名称

２３年度迄の累積事業費 0 子育て支援交付金（国）

２５年度以降の事業費見込 0

Ｄ
　
　
　
Ｏ
　
　
∧
　
　
実
　
　
施
　
　
∨

平成２

Ｐ
　

４

　
Ｌ
　
　
Ａ
　
　
Ｎ
　
∧

年

　
計
　
画
　
∨

Ａ
　
事
　

度

業
　
概
　
要

総合計画
分

　

野 教育文化

基本施策 青

刈

少年育成
施策体系

施策

谷

の内容 青少年の自立支

市

援と社会参加の促進

目

事

　
　
　
的

　中高生が人

務

や社会と関わり、主体

事

的に活動

主
た
る
内
容

中

業

高生の居場所
できるよ

評

うになることを目的と

価

する。放課後 ○場　所

シ

　刈谷市総合文化セン

ー

ター内
等に気軽に集ま

ト

ることができる居場所

（

を提供 　　　　　１階

様

談話コーナー
し、中高

式

生自ら企画運営にも携

１

わることがで ○開催日

）

　毎週火・木曜日　1

会

6:00～21:00

計

きる機会も提供するこ

名

とにより、若者が健や

担

○委託先　特定非営利

当

活動法人子育て・子育

部

かに成長し、自己形成

生

と他者とともに次代の

涯

　　　　　ちＮＰＯス

学

コップ
社会を担うこと

習

ができるようになるこ

部

とを目 ○スタッフ　大

一

人１人、大学生２人
指

般

す。 ○業務内容　利用

会

者の受付・見守り、相

計

談活
　　　　　　動、

中

イベント企画運営
　

位

高

置
づ
け

関連計画 刈谷市

生

次世代育成支援行動計

の

画（後期計画）、刈谷

居

市生涯学習推進計画

根

場

拠法令 子ども・若者育

所

成支援推進法

対象者 市

づ

内在住または在学の中

く

・高生 事業期間 平成２

り

２年度 ～

実施方法 ■直

事

営　■委託　□指定管

業

理　□補助・助成　□

担

その他

当課 生涯学習課

款

Ｂ
　

項

事
　
業
　
実
　
績

２１年

目

度実績 ２２年度実績 ２

課

３年度実績 ２４年度計

等

画

 利用者数　延べ1

長

,224人 利用者数　

名

延べ1,342人 利用

原

者数　延べ1,400

田

人
 
 
 
 
　　　　―

　

―――――

　学習活動

育

や、大学生スタッフと

雄

の交流を深める中で、

1

中高生が気軽に立寄る

0

ことができる居場所づ

5

くりができ、利用者

成

5

果 数が増加した。各種

作

イベントを企画・実施

成

、大学生スタッフのピ

27



村口　美保子

Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　

平

地域でのコミュニケー

成

ションの欠如、若者の

２

自立の遅
・法的業務

高

４

い
れ等、社会環境が変

年

化する中、中高生が気

度

軽に立寄り社
必要性 ・

　

市民ニーズ、社会需要

刈

会参加できる場所が必

谷

要である。
・市民生活

市

上必要である　など

　

事

大学生をピアカウンセ

務

ラーとして養成し、ス

事

タッフと
・コストの節

業

減、費用対効果
普通

し

評

て配置することにより

価

、コストの削減及び、

シ

大学生自
効率性 ・執行

ー

体制の効率性 身の意識

ト

、能力向上にも繋がる

（

。
・手段の最適性　な

様

ど

　中高生が放課後等

式

に気軽に立寄るなかで

２

交流を深め、
・市が主

）

体となって実施する
高

会

い
悩み事を安心して相

計

談できる環境づくりが

名

必要であるた
妥当性 　

担

べき事業であるか め、

当

公共施設内に常設し市

部

が関与する事が妥当で

生

ある。
・総合計画との

涯

整合性　など

　各種イ

学

ベントを通じ、中高生

習

の社会参加及び自立を

部

支

施策への ・施策への

一

貢献度
普通

援する。
・

般

目標達成度
貢献度 ・市

会

民サービスへの効果　

計

など

今後の方向性 □拡

中

充　■現状維持　□改

高

善・効率化　□縮小　

生

□終期設定　□休止・

の

廃止

　平成22年度開

居

設以来、利用者数は増

場

加している。引き続き

所

中高生が、放課後等に

づ

気軽に立ち寄ることが

く

できる
居場所を提供し

り

、見守り、悩み等の相

事

談対応や自主的な活動

業

を支援していく。

担当課 生

Ｃ
 
　
Ｈ
 
　
Ｅ

涯

 
　
Ｃ
 
　
Ｋ
 
　
∧
　

学

評
　
価
　
∨

習課

款 項 目 課等長名 原田　育雄

10 5 5 作成者
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　　　　　なごみんはあと開催風景
　　　　（刈谷市総合文化センター

　　　　１階談話コーナー）

（なごみんはあとキャラクター　はなちゃん）

自主活動風景（音楽室）

イベント風景
（デコロール作り、調理実習室）

なごみんはあと活動状況

30



村

を先進市に学ぶため

ま

　

た当市と歴史的につな

知

がりのある福山市の様

余

子を文化財行政に反映

子

させる機会として有益に実施された。

・啓発の度合いを強めるとマップ等がすぐになくなってしまうので、利用者に対し適切に活用してもらうよう依頼を行っ
課題

ているが十分であるとは言えない。在庫管理を徹底すると共に、紙質を替えるなど工夫する必要があった。
(できなか 

・史跡管理は適切に実施するよう気をつけているが、地区や近隣住民との調整事項が発生することもあり、その対応をど
 ったこと)

のようにするかが常に苦慮する点である。

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 史跡めぐりの開催 3 3 3 3 3
指標 （回）
成果 刈谷の歴史に興味を持っている市民の割合 ― 35.9 ― 38 40
指標 （％）

 
他市との
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 3,968 3,511 3,977 4,389 合計 3,976,812 円
旅費 107,810 円

財
　
源

特定財源 10 10 3 16 需用費 550,984 円
役務費 23,538 円

一般財源 3,958 3,501 3,974 4,373 委託料 3,285,660 円
使用料及び賃借料 8,820

Ｄ

 円

職員人件費　② 0

　

725 718 749

総

　

事業費（①＋②） 3,

　

968 4,236 4,

Ｏ

695 5,138

建
設

　

事
業

全体事業費 0 ２３

　

年度特定財源名称

２３

∧

年度迄の累積事業費 0

　

・行政財産目的外使用

　

料
・施設賠償責任保険

実

金収入

２５年度以降の

　

事業費見込 0

　
施
　
　
∨

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ

４

　
　
Ａ
　
　
Ｎ
　
∧
　
計

年

　
画
　
∨

Ａ
　
事
　
業
　

度

概
　
要

総合計画
分野 教

　

育文化

基本施策 歴史・

刈

文化財
施策体系

施策の

谷

内容 文化財の保護・伝

市

承・活用

目
　
　
　
的

　

事

文化財の保護と整備を

務

行い、史跡等を適切

主

事

た
る
内
容

○既存史跡の

業

維持管理および剪定等

評

の管理委
に管理する。

価

また、文化財を啓発普

シ

及するた 託
め、「歴史

ー

の小径」の活用を図る

ト

。 ○「歴史の小径」、

（

「椎の木屋敷跡」、「

様

天
誅組」などといった

式

パンフレット等の改訂

１

・
印刷
○文化財説明板

）

の修繕
○市文化財保護

会

審議会委員の研修実施

計

　

位
置
づ
け

関連計画 刈

名

谷市文化振興基本計画

担

根拠法令 文化財保護法

当

 

対象者 対象者を限定

部

せず 事業期間 ～

実施方

生

法 ■直営　■委託　□

涯

指定管理　□補助・助

学

成　□その他

習部

一般会計
文化財

Ｂ
　
事
　
業
　
実
　
績

保

２１年度実績 ２２年度

存

実績 ２３年度実績 ２４

整

年度計画

・椎の木屋敷

備

跡他史跡管理委 ・椎の

事

木屋敷跡他史跡管理委

業

・椎の木屋敷跡他史跡

担

管理委 ・椎の木屋敷跡

当

他史跡管理委
託実施 託

課

実施 託実施 託実施
・歴

文

史の小径増刷 ・歴史の

化

小径増刷 ・歴史の小径

振

増刷 ・歴史の小径増刷

興

・文化財保護審議会委

課

員県外 ・文化財保護審

款

議会委員県外 ・文化財

項

保護審議会委員県外 ・

目

文化財保護審議会委員

課

県外
研修（新潟市・長

等

岡市） 研修（府中市・

長

松戸市他） 研修（福山

名

市・姫路市） 研修（松

渡

江市を予定）

・史跡の

部

中を良好な状態に保つ

　

よう、適切な維持管理

高

に努めた。

成果 ・遠方

幸

の人でも自宅に居なが

 

ら入手できるようパン

1

フレット類をPDF化

0

し、ホームページ上で

5

公開をはじめた。

(で

2

きたこと) ・文化財保

作

護審議会委員の県外研

成

修は、歴史博物館建設

者

計画や亀城公園再整備

西

計画の参考となる事例
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　知余子

Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　文化

平

財を保護保存し後世へ

成

伝えていくためには、

２

適切
・法的業務

高い
な

４

管理および保存方法を

年

実施することや永続的

度

に市民等
必要性 ・市民

　

ニーズ、社会需要 に対

刈

しPRすることが重要

谷

であるため、必要性は

市

高い。
・市民生活上必

事

要である　など

　公園

務

的な植栽がされた史跡

事

の管理は、定期的に造

業

園業
・コストの節減、

評

費用対効果
普通

者へ委

価

託しているため適切に

シ

実施されている。また

ー

、各
効率性 ・執行体制

ト

の効率性 種パンフレッ

（

トは、印刷製本費のコ

様

スト削減を目指しホ
・

式

手段の最適性　など ー

２

ムページ上から閲覧・

）

印刷できるようにした

会

。

　文化財の適切な保

計

護保存には、専門的な

名

知識を持つ学
・市が主

担

体となって実施する
高

当

い
芸員や市特別職であ

部

る文化財保護委員など

生

の経験や手腕
妥当性 　

涯

べき事業であるか が必

学

要になることや、散逸

習

を防ぐという意味で、

部

市が主
・総合計画との

一

整合性　など 体となる

般

のが最も望ましく妥当

会

であると考える。

　文

計

化財の保護保存・管理

文

は文化財保護法に基づ

化

いたも

施策への ・施策

財

への貢献度
普通

のであ

保

るため、貢献度や目標

存

達成度という評価には

整

そぐ
・目標達成度 わな

備

いが、他事業とも関連

事

させて更なる市民サー

業

ビスの
貢献度 ・市民サ

担

ービスへの効果　など

当

向上を目指していく。

課

今後の方向性 □拡充　

文

□現状維持　■改善・

化

効率化　□縮小　□終

振

期設定　□休止・廃止

興

　「歴史の小径」等の

課

パンフレットについて

款

は、適正な利用方法や

項

規格について精査する

目

ことが必要であるが、

課

刈谷の歴史や偉人を分

等

かりやすく紹介する歴

長

史啓発ツールとして、

名

今後も役立てていく。

渡

また、歴史の小径の活

部

用方法として史跡めぐ

　

りを実施することやガ

高

イドボランティアとの

幸

協力・連携を活発化さ

 

せることで、今以上に

1

文化財の啓発と周知を

0

図っていく。

5 2 作成

Ｃ
 
　
Ｈ
 
　
Ｅ
 
　

者

Ｃ
 
　
Ｋ
 
　
∧
　
評
　

西

価
　
∨

村
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1人） 　2教室（参加

秀

者193人） 　2教室

克

（参加者148人） 　2教室（定員150人）
・移行教室　5教室 ・移行教室　2教室 ・廃止教室　1教室 ・移行教室　1教室
・廃止教室　2教室 ・廃止教室　3教室 ・新規教室　2教室

　市民の体力増進、スポーツの知識技能習得及び施設利用マナー向上が図られたほか、子どもの体力向上、女性の社会参

成果 加、子育て支援、高齢者のスポーツへの啓発等となる教室を開催することにより、スポーツ活動への参加機会を提供・拡

(できたこと) 大できた。

　競技の普及・人口の拡大といった競技団体としての設置目的に照らし、競技の専門性と民間団体としての柔軟性を活か
課題

し、競技団体による自主運営が可能となるように、さらに育成に努める必要がある。
(できなか 

 ったこと)

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

成果  週1回以上スポーツをしている市民の割合 ― 38.9 ― ― 45
指標 （％）
成果  
指標

 
他市との
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 6,291 4,844 5,034 5,484 合計 5,034,422 円
報償費 4,421

Ｄ

,500 円

財
　
源

特

　

定財源 5,257 3,

　

325 3,011 3,

　

364 需用費 165,

Ｏ

102 円
役務費 44

　

7,820 円

一般財

　

源 1,034 1,51

∧

9 2,023 2,12

　

0

職員人件費　② 0 1

　

,812 2,154 2

実

,622

総事業費（①

　

＋②） 6,291 6,

　

656 7,188 8,

施

106

建
設
事
業

全体事

　

業費 0 ２３年度特定財

　

源名称

２３年度迄の累

∨

積事業費 0 スポーツ教室参加料

２５年度以降の事業費見込 0

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ
　
　

４

Ａ
　
　
Ｎ
　
∧
　
計
　
画

年

　
∨

Ａ
　
事
　
業
　
概
　

度

要

総合計画
分野 教育文

　

化

基本施策 スポーツ
施

刈

策体系
施策の内容 スポ

谷

ーツ活動プログラムの

市

充実

目
　
　
　
的

　現在

事

スポーツをしていない

務

市民が、スポー

主
た
る

事

内
容

　市民のニーズと

業

時代に適応した各種ス

評

ポー
ツに対して興味・

価

関心を持ち、スポーツ

シ

をは ツ・ニュースポー

ー

ツ教室を、１週間に３

ト

日、
じめるきっかけづ

（

くりをし、健康につい

様

ての 幅広い年齢層と時

式

間帯で開催する。また

１

、各
理解と増進を図る

）

とともに、各種スポー

会

ツの 競技連盟・愛知教

計

育大学の保健体育講座

名

・豊
技能を修得する場

担

として、市主催のスポ

当

ーツ 田自動織機ラグビ

部

ー部ＯＢ等の幅広い部

生

門か
教室を開催する。

涯

ら講師を招き、産官学

学

連携したスポーツ推進

習

に努める。

位
置
づ
け

関

部

連計画 スポーツ基本計

一

画（国）、第２次刈谷

般

市スポーツマスタープ

会

ラン

根拠法令 スポーツ

計

基本法

対象者 市民 事業

ス

期間 ～

実施方法 ■直営

ポ

　□委託　□指定管理

ー

　□補助・助成　□そ

ツ

の他

教室開催事業
担当

Ｂ
　
事

課

　
業
　
実
　
績

２１年度

ス

実績 ２２年度実績 ２３

ポ

年度実績 ２４年度計画

ー

全15教室（参加者1

ツ

,639人） 全10教

課

室（参加者1,124

款

人） 全11教室（参加

項

者1,068人） 全1

目

0教室（定員1,21

課

5人）
○ウィングアリ

等

ーナ刈谷コー ○ウィン

長

グアリーナ刈谷コー ○

名

ウィングアリーナ刈谷

伊

コー ○ウィングアリー

藤

ナ刈谷コー
　ス 　ス 　

　

ス 　ス
　12教室（参

聡

加者1,438人） 　

1

8教室（参加者931

0

人） 　9教室（参加者

6

920人） 　8教室（

2

定員1,065人）
○

作

刈谷市体育館コース ○

成

刈谷市体育館コース ○

者

刈谷市体育館コース ○

杉

刈谷市体育館コース
　

原

3教室 （参加者20
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秀克

Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　スポーツ

平

をはじめるきっかけづ

成

くり、女性や高齢者等

２

・法的業務
普通

の健康

４

増進、社会参画、子ど

年

もの体力向上に資する

度

教室
必要性 ・市民ニー

　

ズ、社会需要 を主に開

刈

催しているため必要な

谷

事業である。
・市民生

市

活上必要である　など

事

　カンガルールームを

務

設置し、子育て中の方

事

にも参加し
・コストの

業

節減、費用対効果
高い

評

やすい等の環境を整え

価

た教室の開催。また子

シ

ども向けの
効率性 ・執

ー

行体制の効率性 教室は

ト

、愛知教育大学の保健

（

体育講座等に学外学習

様

の一
・手段の最適性　

式

など 環として学生を、

２

タグラグビー教室は豊

）

田自動織機ラグ
ビー部

会

ＯＢ等を派遣してもら

計

う等、専門性も高めて

名

いる
　市民スポーツの

担

普及振興を目指してい

当

るため、市民の
・市が

部

主体となって実施する

生

高い
スポーツ活動への

涯

動機づけ、健康につい

学

ての理解を深め
妥当性

習

　べき事業であるか る

部

ため必要な事業である

一

。
・総合計画との整合

般

性　など

　だれもが生

会

涯にわたって、それぞ

計

れの体力や年齢、目

施

ス

策への ・施策への貢献

ポ

度
高い

的に応じ、主体

ー

的にスポーツに親しむ

ツ

ことの出来る生涯
・目

教

標達成度 スポーツ社会

室

の実現に貢献している

開

。
貢献度 ・市民サービ

催

スへの効果　など

今後

事

の方向性 □拡充　□現

業

状維持　■改善・効率

担

化　□縮小　□終期設

当

定　□休止・廃止

　市

課

民ニーズが多様化して

ス

いる現在、競技の普及

ポ

・競技人口の拡大・競

ー

技レベルの向上等の観

ツ

点から、市民団体
など

課

が実施主体となる方が

款

望ましい教室・種目も

項

あり、実施目的や果た

目

す役割、民間の動向、

課

実施能力の有無や
サー

等

ビス面も踏まえて、事

長

業の廃止、各競技連盟

名

等への移行をさらに進

伊

めていく。

藤　聡

1

Ｃ
 
　
Ｈ
 
　
Ｅ
 
　
Ｃ

0

 
　
Ｋ
 
　
∧
　
評
　
価

6

　
∨

2 作成者 杉原　
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子どもタグラグビー教室は、刈谷ラグビースクール講師  

（㈱豊田自動織機ラグビー部ＯＢ）と愛知教育大学ラグビー部の

指導で開催します。 

 

 

主 催  刈 谷 市 教 育 委 員 会 
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平成24年度　刈谷市教育委員会スポーツ教室計画表

【ウィングアリーナ刈谷コース】　刈谷市築地町荒田１番地　　    　                        電話：０５６６－６３－６０４０

期　間 期　間 期　間

第１期 第２期 第３期

5月7日 9月3日 1月7日

7月9日 11月19日 3月25日

3 楽らくミニテニス 40 60歳以上 2,300
 9：45
　～11：45

サブ
アリーナ

運動着
上靴
ラケット

5月10日 9月6日 1月10日

～

～ ～

7月12日

11月8日 3月14日

5月10日
～

7月26日

5月11日 9月7日 1月11日

～ ～ ～

7月13日 11月9日 3月15日

【刈谷市体育館コース】　刈谷市逢妻町４丁目３２番地　　　 電話：０５６６－２１－７７１１

期　間 期　間 期　間

第１期 第２期 第３期

5月7日 9月24日 1月7日

～ ～ ～

7月9日 12月3日 3月25日

5月10日 9月20日 1月10日

～ ～ ～

7月12日 11月22日 3月14日

★ 該当教室が国民の祝日、休日、振替休日の場合は、休みです。
★ 一般は１６歳以上です。

曜
日

定員
(人)

用 具時 間

運動着
上靴

運動着
上靴

場 所

サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

用 具

運動着
上靴
ラケット

サブ
アリーナ

運動着
上靴

教　室　名 参加資格

50 一　　　般

H18.4.2～
H19.4.1生

小学1年～3年

教　室　名 参加資格

小学4年～6年

40

参加料
(円)

2,300
 16：15
　～17：15

場 所時 間

19：15
　～20：45

 9：45
　～11：45

4,300

3,300

メイン
アリーナ

メイン
アリーナ

曜
日

1 子どもスポーツ 45

月

参加料
(円)

5

40子どもタグラグビー

定員
(人)

2

ようじたいいく

木

子どもフットサル

～～～

2,300
16：30
　～17：45

18：15
　～19：45

2,300

サブ
アリーナ

サブ
アリーナ

運動着
上靴

18：45
　～20：15

17：30
　～19：00

2,300
運動着
上靴

40

40

運動着
上靴

小学4年～6年 2,300

一　　　般

金

子どもバスケットボール 60 小学4年～6年4

7

6 大人フットサル

8 　　　ミニテニス

アリーナ
運動着
上靴
ラケット

9 30
エンジョイ・テニス
（硬式テニス）

一　　　般 4,300
12：45
　～14：45

2,300
9：45
　～11：45

アリーナ
運動着
上靴
ラケット

月

楽らくテニス
（硬式テニス）

20 60歳以上木 10
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【申込から支払まで】 ※いずれのコースも、ウィングアリーナ刈谷へ

期 申込期間 抽選日 発送日 参加料支払期間 追加申込受付期間

3月15日(木) 9：00から 4月5日(木) 9：00から 4月12日(木) 9：00から

4月1日(日) 21：00まで 4月10日(火) 21：00まで 4月15日(日) 21：00まで

7月1日(日) 9：00から 7月26日(木) 9：00から 8月2日(木) 9：00から

7月22日(日) 21：00まで 7月31日(火) 21：00まで 8月5日(日) 21：00まで

11月15日(木) 9：00から 11月29日(木)　9：00から 12月6日(木) 9：00から

11月25日(日) 21：00まで 12月4日(火) 21：00まで 12月9日(日) 21：00まで

は、カンガルールーム（臨時保育室）を開設します。（希望者多数の場合は、抽選です。）

★申込方法について

　所定の申込用紙（ウィングアリーナ刈谷、刈谷市体育館、各市民センター、各生涯学習センター及び市役所玄

　関で配布）に必要事項を記入し、上記の申込期間内に、直接または郵送でウィングアリーナ刈谷へお申し込み

　ください。

　直接または郵送のいずれの場合も、返信用切手(50円)が必要です。(返信用住所・氏名の記入も忘れずに！)

　※必要事項として、教室名、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、年齢、住所、自宅電話番号、携帯電話番号、

　勤務先または学校名・学年、保護者氏名(中学生以下のみ必要)、緊急連絡先【氏名(ふりがな)、間柄、住所、

　受講する教室の時間帯に連絡の付く電話番号(できれば２つ)】を必ず記入してください。

　（カンガルールーム希望者は、最下段へ預ける子どもの名前(ふりがな)と年齢・月齢を記入してください。）

　※必要事項の記入(往信部裏面)があれば、市販の往復はがきでも申込みできます。

　

★申込みの諸注意

　・同一教室、同一種目、同時開催への重複申込みはできません。

　　ただし、定員に達しない教室については、追加申込受付期間に先着順に申込みできます。

　・参加資格は、市内在住・在勤・在学者とします。

　　ただし、定員に達しない教室については、追加申込受付期間に市内市外を問わず先着順に申込みできます。

★抽選について

　・定員を超えた教室については、抽選となります。（申込用紙の返信部が、抽選結果通知書となります。）

　・補欠は、空きができた場合、１番から順に連絡します。

★参加料支払い及びその他注意点について

　・参加料支払後の参加料返還はいたしませんので、ご注意ください。

　・参加者全員、１教室１傷害保険に加入していただきます。教室中のケガは、保険の範囲内で対応します。

　・スポーツ教室は、警報・注意報等により変更及び取り止めになることがあります。

　・申込書の個人データは、お申込みいただいた本人や家族への連絡、傷害保険、教室の参加者名簿に使用し、

　　それ以外の目的には一切使用いたしません。

4月2日(月) 4月3日(火)第１期

11月26日(月) 11月27日(火)第３期

7月23日(月) 7月24日(火)第２期
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★参加上の注意事項★ 

１ 会場等の都合により日程を変更することがありますので、ご了承く

ださい。 

 

２ 教室における事故等については、応急処置をしますが、それ以外は

保険の範囲内で対応します。（教室に向かう時および帰宅途中の交通

事故についても同様です。） 

 

３ 小中学生の参加については、夜間のため送迎をお願いいたします。

（参観は自由です。） 

 

４ 服装は、運動のできる服装で名札を左胸に縫い付けてください。 

 

５ 持ち物には名前を記入し、必要なものだけお持ちください。 

（盗難に関しては一切の責任を負いません。） 

 

６ この教室のために特に他の経費は必要ありませんが、ラケット等は

参加者ご自身の物をお使いください。お持ちでない方には、数に限り

がございますが、お貸しできる物を用意しております。 

 

７ 出席の確認は、参加者ご自身で行っていただきます。教室開催会場

入り口の出席簿に○出を押印して会場へお入りください。 

 

８ 暴風警報が発令された場合、教室開始２時間前までに解除されない

場合は、教室を中止します。（暴風警報以外の警報(大雨警報等)が発令

されている場合は、原則として教室を実施します。） 

  内閣総理大臣が東海大地震の警戒宣言を発令した場合は、宣言が解

除されるまで教室を中止します。 

     

 

 

 

お問合せ 刈谷市教育委員会スポーツ課（６３－６０４０） 
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～ 地域みんなで子育てを！ ～ 
 

育児の応援をしてほしい人（依頼会員）と 

育児の応援をしたい人（援助会員）が会員となって、 

お互いに助け合う会員組織です。 

 

 

 

 

 

 

                    

                        依頼会員        

          ➌事前打合せ             ➊援助依頼 

➍援助                         

       ➎報酬支払 

 

 

                                                                               

 

                                           ファミサポ                                         

                 

                  ➋援助活動依頼 

                 援助会員             アドバイザー 

 

 

かりやしファミリー・サポート・センター 

〒448-0858 刈谷市若松町３－８－２（総合健康センター２Ｆ） 

TEL ６１－２７２０  FAX ６１－２７２１ 

E-MAIL famisapo@city.kariya.lg.jp 

ＡＭ９：００～ＰＭ５：００（日曜日、年末年始はお休み） 

【 刈谷市役所 子育て支援課 TEL ６２－１０６１ FAX ２４－３４８１ 】 

 

まかせて！ 

子どもが急に熱が出て

迎えに行かないといけ

ないけれど、仕事もぬ

けられないし・・・。 

学校に通って資格を

取りたいけど、数時間

だけ預かってくれると

ころ、ないかしら？ 

空いた時間を使っ

て、働くお父さ

ん・お母さんを応

援したいワ。 

依頼会員さんのご

希望にあわせて、

援助会員さんをご

紹介します。 
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依頼会員 ： 市内在住・在勤・在学で、０歳～小学６年生までのお子さんがいる方。                 

       依頼会員になるためには・・・  

         ファミリー・サポート・センター窓口で、随時、説明を受けていただき登録します。 

         ご都合にあわせて、お越しください。 

          持物   会員となる方の顔写真 ３ｃｍ×２ｃｍ ２枚 

 

援助会員 ： 市内在住で、自宅・小山託児ルームで子どもを預かれる方。 

         保育に熱意を持ち、社会参加を望む方。資格・経験は不問です。 

        援助会員になるためには・・・ 

          説明会及び講習会を受けていただきます。講習の内容は、「子どもの安全 

          と病気の世話」「救命救急法」「子どもの遊びと遊ばせ方」などです。 

年に３回 （６月、１０月、２月）開催しています。 

※ 依頼会員と援助会員は兼ねることができます。 

 

依頼から援助までの流れ 

 

➊ 依頼会員はファミリー・サポート・センターに電話またはファックスで依頼をします。①必要な援助の内

容（保育園のお迎え等）、②援助の日時、③会員番号・名前・電話番号、④その他希望事項を伺います。 

 

 

 

 

                              ➜ 
                                      ファミサポ  

 

 

 

➋ センターでは、依頼をされた内容・日時・場所等、適切な援助会員を探して、援助できるかどうかを確

認し、依頼会員にご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

子どもを預か

って欲しいの

ですが・・・ 

○月△日×時からの

預かりですね。援助会

員さんをお探ししま

す。 

○月△日×時からのお

預かりね。大丈夫、お引

き受けできるわ！ 
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➌ 依頼会員は紹介された援助会員に連絡をとり、援助活動の前に必ず援助会員のご自宅で事前の打

ち合わせをします。依頼会員、お子さん、援助会員さんの皆さんで顔合わせをし、お子さんが安全に過ご

せるように具体的な情報交換をし、当日の援助活動をむかえます。 

 

 

 

 

 

                        ➜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍ 援助活動には報酬が発生します。月曜日～金曜日までの午前７時～午後７時までの活動は１時間あ

たり６００円、月曜日～金曜日までの上記以外の時間、土曜・日曜・祝日および病児の援助活動は１時間

あたり７００円です。また、おやつや食事等は実費がかかります。報酬は援助活動終了後に依頼会員から

援助会員に直接お支払いただきます。 

 

 

 

 

 

 

                                        ➜ 

                                                                 報告書        
 

                                                                              ファミサポ 

 

 

 

こんなときは、ファミリー・サポート・センターにご連絡ください！ 

たとえば・・・ 

① 病院に行くのに、少しの間あずかってもらえないかしら・・・ 

② 仕事で保育園のお迎えに間に合わない。どうしよう・・・ 

③ たまにはリフレッシュのためにコンサートに行きたいけど、子どもを連れて行けないし・・・ 

④ 就職活動をしたいけど、子どもがいると活動できない・・・ 

⑤ 資格をとるために学校に通いたいけど、少しの間預かってもらえないかしら・・・ 

アレルギーはあるかしら？ 

おやつは○時、お昼寝

は△時です。 

お願いし

まーす。 

行ってらっしゃい。 

ありがとうご

ざいました 

またね 

バイバイ 
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      交流会を開催します  

 

援助会員と依頼会員の親睦を図るため、年２回、交流会を開催します。お菓子づくりやお茶会、

クリスマス会などを企画していきます。交流会の間、お子さんを託児ボランティアに預けることもで

きます。また、定期的にお子さんのプチ交流会（お誕生日会）も開催しています。会員さん同士で

情報交換をしながら、援助活動に対する理解を深める機会でもありますので、ぜひご参加くださ

い。 

   小山託児ルーム  

 

「ご自宅で援助活動はできないので・・・」という方に、フ

ァミリー・サポート・センターの援助活動の場所として

「小山託児ルーム」（小山町４－５０）をご利用いただい

ています。プチ交流会（お誕生日会）もこちらで開催し

ています。 

       保育園連絡システム  

 

お子さんが市内の保育園（公立１０園・民間２園）に通園している方にご利用いただけるシステム

です。保育園連絡システムに登録することによって、急な残業等で保育園へのお迎えに行けなく

なった時、援助会員がお母さんに替わって保育園にお迎えに行きます。当日の１７時までに、ファ

ミリー・サポート・センターまでお電話で依頼してください。   

 

       報酬の補助金交付 

 

支払いが困難な家庭の援助活動や病児・病後児の預かりの報酬に補助金を交付します。対象は、

生活保護世帯、市民税非課税世帯、児童扶養手当受給世帯が利用した援助活動と病児・病後

児の預かり援助活動（刈谷市病児・病後児保育事業の登録が必要）です。補助金額は 1 時間あ

たり 300円 、30分以下の場合 150円（最初の 1時間は 1時間分）を交付します。 

申請は、刈谷市役所子育て支援課まで・・・。                                      平成２４年４月改訂版 
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フ
ァ
ミ
サ
ポ・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
み
な
さ
ん

フ
ァ
ミ
サ
ポ・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
み
な
さ
ん

☆
援
助
時
間
と
件
数

　
　
１
時
間
以
内
 …
…
…
…
…２
,９９
７
件

　
　
１
～
２
時
間
以
内
 …
…
…
…
８５
９
件

　
　
２
～
４
時
間
以
内
 …
…
…
…
７３
１
件

　
　
４
時
間
以
上
…
…
…
…
…
…
１３
１
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ＜
計
４
,７１
８
件
＞

☆
会
員
1人
の
最
大
依
頼
件
数
…
４３
９
件

☆
会
員
1人
の
最
大
援
助
件
数
…
５１
０
件

こ
の
ほ
か
、意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
依
頼
が「
育
児
補
助
」。
依
頼
会
員
の
自
宅
に
行
っ
て
、保
護
者
と
一
緒
に
育

児
し
ま
す
。ま
た
、保
育
園
や
学
校
が
休
み
の
時
、兄
弟
の
用
事
や
保
護
者
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
に
子
ど
も
を
預
か

る
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

1位
　
幼
稚
園
や
保
育
園
の
迎
え（
７９
０
件
）

2位
　
幼
稚
園
や
保
育
園
の
送
り（
５７
５
件
）

3位
　
児
童
ク
ラ
ブ
の
迎
え（
５０
４
件
）

4位
　
習
い
ご
と
の
送
迎（
４６
９
件
）

5位
　
児
童
ク
ラ
ブ
終
了
後
の
預
か
り（
３５
７
件
）

依
頼
内
容
ベ
ス
ト５

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
依
頼
が「
育
児
補
助
」。
依
頼
会
員
の
自
宅
で
、保
護
者
と
一
緒
に
育
児
し
ま
す
。ま
た
、保
育
園
や

学
校
が
休
み
の
時
、兄
弟
の
用
事
や
保
護
者
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
に
子
ど
も
を
預
か
る
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

会
員
同
士
の
交
流
を
図
り
、

援
助
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
、毎
年
、お
菓
子
作
り
や

ク
リ
ス
マ
ス
会
、お
誕
生
会
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
。

か
り
や
し

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
す
。

か
り
や
し

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
会

ク
リ
ス
マ
ス
会

お
菓
子
作
り

お
菓
子
作
り

こ
ん
に
ち
は

こここここ
んんんんんん
ににににに
ちちちちちち
ははははは

こ
ん
に
ち
は

数
字
で
探
る
、２
２
年
度
の
フ
ァ
ミ
サ
ポ
活
動

総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
2階
に
あ
る
、子
育
て
を
応
援
し
て
ほ
し
い
人（
依
頼
会
員
）と
子
育
て
を
応
援
し
た
い
人

（
援
助
会
員
）が
会
員
と
な
り
、地
域
で
助
け
あ
う
会
員
組
織
で
す
。2
3年
12
月
1日
現
在
、依
頼
会
員
１
,８６
２
人
、

援
助
会
員
２２
６
人
、両
方
会
員
１６
６
人
が
登
録
し
て
い
ま
す
。

○
依
頼
会
員
か
ら
援
助
会
員
に
1時
間
あ
た
り
60
0円
～
70
0円
の
報
酬
を
支
払
い
ま
す
。

ふ
ぁ
み
さ
ぽ
だ
よ
り

ふ
ぁ
み
さ
ぽ
だ
よ
り

季
節
ご
と
年
４
回
発
行
。セ
ン
タ
ー
の
活
動
や

子
育
て
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

託
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
援
助
会
員
・
両
方
会
員
の
有
志
の

グ
ル
ー
プ
で
す
。刈
谷
市
が
主
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
講
習
会
な
ど
の
臨
時
保
育
室

カ
ン
ガ
ル
ー
ル
ー
ム
な
ど
で
託
児
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

託
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
マ
マ
ハ
ウ
ス
」

託
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
マ
マ
ハ
ウ
ス
」

2
市
民
だ
よ
り
　
20
12
．1
．1
5

刈
谷
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
　
ht
tp
:/
/w
w
w
.c
ity
.k
ar
iy
a.
lg
.jp
/

フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー
 （
☎
61
-2
72
0）

問

み
ん
な
で
子
育
て
、広
が
る
絆
。ま
ず
は
講
習
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

担
当
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
一
言

２
月
の
講
習
会

現
在
、援
助
会
員・
両
方
会
員
は
、２
０
～
７０
歳
代

の
幅
広
い
年
齢
の
人
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。他
人

の
子
ど
も
を
預
か
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、講
習
会
で
心
構
え
や
危
機
管
理
を

し
っ
か
り
学
ぶ
の
で
安
心
で
す
。ま
た
、毎
年
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
講
習
会
も
企
画
し
、ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
は

か
っ
て
い
ま
す
。

時
　
2月
7日
（
火
）　
9時
15
分
～
16
時
15
分
　
　
場
　
刈
谷
市
役
所

内
　

▼子
ど
も
の
安
全
と
病
気
の
世
話
　

▼救
命
救
急
法
と
応
急
処
置

　
　

▼子
ど
も
の
遊
び
と
遊
ば
せ
方

申
　
1月
31
日（
火
）ま
で
に
、電
話（
61
-2
72
0）
で
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー
ト・

セ
ン
タ
ー（
㊡
日
曜
）へ
。

○
臨
時
保
育
室
カ
ン
ガ
ル
ー
ル
ー
ム
で
未
就
学
児
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー
へ
。

会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

フ
ァ
ミ
サ
ポ
講
習
会

22
年
度
は
39
人
が
援
助
会
員
、両
方
会
員
に
な
り
ま
し
た
。講
習
会
の
様
子
と
参
加
し
た
人
の
声
が
届
い
て
い
ま
す
。

参
加
の
き
っ
か
け
は
？

▼空
い
て
い
る
時
間
を
使
っ
て
人
の
役

に
立
ち
た
い
。

▼フ
ァ
ミ
サ
ポ
の
援
助
活
動
は
自
分
の
子

ど
も
と
一
緒
に
で
き
る
か
ら
。

▼子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
今
度

は
自
分
も
助
け
た
い
。

新
た
に
発
見
し
た
こ
と
は
？

▼救
命
処
置
は
な
か
な
か
体
験
で
き
な

い
の
で
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

▼最
近
の
子
育
て
事
情
が
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
し
た
。

▼マ
マ
ハ
ウ
ス
に
参
加
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

感
想
は
？

▼よ
そ
の
子
を
預
か
る
責
任
感
を
し
っ

か
り
と
持
た
な
け
れ
ば
と
気
が
引
き

締
ま
り
ま
し
た
。

▼子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
を
少
し
で
も

応
援
し
て
み
た
い
気
持
ち
が
強
ま
り

ま
し
た
。

依
頼
会
員

　
対
　
市
内
在
住
、在
勤
ま
た
は
在
学
で
0歳
～
小
学

　
　
　
6年
生
の
子
ど
も
が
い
る
人

　
申
　
随
時
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー（
㊡
日
曜
）

　
　
　
で
登
録
で
き
ま
す
。

援
助
会
員

　
対
　
市
内
在
住
で
、保
育
に
熱
意
を
持
っ
て
い
る
人

両
方
会
員

　
対
　
依
頼
会
員
と
援
助
会
員
を
兼
ね
る
人

　
○
説
明
会
及
び
講
習
会（
２
月・
６
月・
１０
月
に
開
催
）を

　
　
受
け
て
く
だ
さ
い
。

実
家
が
遠
方
で
、近
く
に
頼
る

人
が
い
な
い
の
で
、い
ざ
と
い
う

時
に
助
け
て
も
ら
え
る
と
思
う
と

心
強
い
で
す
。

（
依
頼
会
員
　
植
田
け
い
子
さ
ん
）

家
で
無
理
な
く
育
児
し
な
が
ら

で
き
る
の
で
、専
業
主
婦
の
社
会

復
帰
の
第
１
歩
と
し
て
会
員
に
な

る
人
も
多
い
で
す
よ
。

（
援
助
会
員
　
伊
藤
裕
佳
さ
ん
）

時 内 申

場

対対

対 申

ご
案
内

3
市
民
だ
よ
り
　
20
12
．1
．1
5
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子
育
て
の
応
援
を
し
て
ほ
し
い
人
（
依
頼
会
員
）と
子
育
て
の
応
援
を
し
た
い
人
（
援
助
会
員
）
が
会

員
と
な
り
、
育
児
に
つ
い
て
地
域
で
助
け
あ
う
会
員
組
織
で
す
。
2
2
年
1
2
月
1
日
現
在
、
依
頼
会
員

1
,7
1
3
人
、援
助
会
員
2
0
7
人
、両
方
会
員
1
6
4
人
が
登
録
し
て
い
ま
す
。

○
依
頼
会
員
か
ら
援
助
会
員
に
1時
間
あ
た
り
60
0円
～
70
0円
の
報
酬
を
支
払
い
ま
す
。
 

○
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
会
員
間
の
調
整
及
び
セ
ン
タ
ー
の
企
画
・
運
営
役
 

　
フ
ァ
ミ
サ
ポ
の
設
立
に
携
わ
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
、
援
助
会
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
、

1
0
年
間
の
活
動
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

出
席
者
 左
か
ら
 和
波
理
香
さ
ん（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
座
談
会
記
録
）、

久
木
野
恭
子
さ
ん（
援
助
会
員
）、
金
原
祐
子
さ
ん（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）、

岩
上
滋
子
さ
ん（
援
助
会
員
）、
杉
浦
登
喜
子
さ
ん（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）、

深
谷
綾
子
さ
ん（
援
助
会
員
）、
神
谷
裕
美
さ
ん（
援
助
会
員
） 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー
と
は
？
 

フ
ァ
ミ
サ
ポ
座
談
会
～
設
立
か
ら
10
年
を
振
り
返
っ
て
～
 

フ
ァ
ミ
サ
ポ
座
談
会
～
設
立
か
ら
10
年
を
振
り
返
っ
て
～
 金 原 　 か り や し フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・

セ ン タ ー （ フ ァ ミ サ ポ ） は 平 成 １２ 年 １０

月 に 設 立 さ れ ま し た 。 当 時 の 活 動 は 、

働 く 女 性 の 支 援 が 中 心 で し た 。 平 成 １５

年 か ら 国 の 政 策 が 「 少 子 化 対 策 」 か ら

「 次 世 代 育 成 」 に 転 換 し 、 地 域 で 子 育 て

を サ ポ ー ト す る 気 運 が 高 ま り 、 フ ァ ミ

サ ポ の 活 動 が 全 国 に 広 が り ま し た 。  

　 平 成 ２１ 年 に 実 施 さ れ た 刈 谷 市 の 意 識

調 査 で は 、 子 育 て を し て よ か っ た こ と

と し て 、 5 割 の 人 が 「 育 児 を 通 し て 地

域 と つ な が り が で き た 」 と 回 答 し て い

ま す 。 フ ァ ミ サ ポ の 援 助 活 動 は 、 地 域

で の 個 々 に 向 け ら れ た 子 育 て 支 援 と し

て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る と 感 じ て

い ま す 。  

― ― 杉 浦 　 フ ァ ミ サ ポ が 始 ま っ た １０ 年 前 、

皆 さ ん は ど ん な 状 況 で し た か ？ ― ―  

神 谷 　 結 婚 と 同 時 に 東 京 か ら 刈 谷 に 来

ま し た 。 約 １０ 年 前 に 長 男 を 出 産 し 、 あ

お ば 子 育 て 支 援 セ ン タ ー で 何 人 か の お

友 だ ち が で き ま し た 。 こ の 出 会 い は 当

時 の 私 に は 唯 一 の 心 の 支 え で し た し 、

地 域 と の つ な が り を 持 て た き っ か け

で し た 。 フ ァ ミ サ ポ に 会 員 登 録 を し

た き っ か け は 、 育 児 お し ゃ べ り 会 で 、

＊ マ マ ハ ウ ス の 活 動 を 知 っ た こ と で す 。

育 児 ボ ラ ン テ ィ ア と し て 地 域 と 関 わ る

方 法 が あ る ん だ な ぁ と 思 い 、 子 ど も の

幼 稚 園 入 園 と 同 時 に 援 助 会 員 に な り ま

し た 。  

＊ フ ァ ミ サ ポ 援 助 会 員 ・ 両 方 会 員 の 有 志 で 託 児

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 も 行 っ て い ま す 。 市 主 催 の 講

演 会 な ど で 開 設 す る 臨 時 保 育 室 カ ン ガ ル ー ル ー

ム で も 活 躍 し て い ま す 。  

た コ ツ は な ん で す か ？ ― ―  

久 木 野 　 １０ 年 前 活 動 を 始 め た と き 、 私

の 娘 は １４ 歳 で し た 。 思 春 期 で 難 し い 時

期 で し た が 、 お 預 か り す る お 子 さ ん の

存 在 が 家 の 中 に 明 か り を 灯 し て く れ る

よ う で し た 。 嫌 な こ と が あ っ た 日 も 、

小 さ な か わ い い お 客 さ ん が 来 る こ と を

思 い 出 し 、 何 度 も 元 気 に な り ま し た 。

今 で も そ の 子 の 援 助 活 動 は 続 い て い て 、

家 族 の よ う な 存 在 で す 。 フ ァ ミ サ ポ の

活 動 で は 、 お 子 さ ん を 預 か る 喜 び や 、

依 頼 会 員 さ ん か ら の 感 謝 の 言 葉 な ど を

い た だ き 、 と て も 満 足 感 が あ り ま す 。  

岩 上 　 １０ 年 間 活 動 を 続 け ら れ た の は 、

家 族 の 協 力 と 理 解 が あ っ た か ら で す 。

息 子 は 小 学 生 の 子 と 一 緒 に 遊 ん で く れ

て い ま し た し 、 夫 は 折 に ふ れ 、 「 好 き な

こ と が で き て い る よ う だ ね 。 」 と 応 援 し

て く れ て い ま し た 。  

― ― 杉 浦 　 こ の １０ 年 間 、 活 動 を 通 し て

思 う 子 育 て 事 情 に つ い て は ど う で す か 。

― ―  

久 木 野 　 ま だ ま だ 子 育 て に 対 し て 厳 し

い 意 見 を 耳 に し ま す 。 「 子 ど も を 預 け た

お 母 さ ん は 何 し て い る の ？ 」 、 「 自 分 の

息 抜 き の た め に 子 ど も を 預 け る こ と に

引 け 目 を 感 じ る 」 と い う 声 も あ る よ う

で す 。 で も 今 は 、 児 童 ク ラ ブ に 保 護 者

の お 迎 え が 必 要 だ っ た り 、 家 の 外 で 自

由 に 子 ど も を 遊 ば せ に く い 時 代 。 実 家

が 遠 方 で あ れ ば 、 容 易 に 子 ど も を 預 け

る こ と も で き ず 、 子 育 て す る に は 窮 屈

な 時 代 な の か な と 思 い ま す 。 活 動 を 通

し て 、 私 が 近 所 の お ば さ ん の よ う な 存

金
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ん
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深 谷 　 平 成 １２ 年 に 双 子 を 出 産 し ま し た 。

当 時 、 子 育 て の ア ド バ イ ス は 公 園 で 知

り あ っ た 先 輩 マ マ に し て も ら う こ と が

多 か っ た で す 。 援 助 活 動 で は 、 自 分 の

子 育 て と い う 当 た り 前 の 経 験 で 周 り の

人 の 役 に 立 て る と い う 新 し い 発 見 を し

て い ま す 。 外 国 籍 の 2 歳 の お 子 さ ん を

お 預 か り し た と き に は 、 文 化 の 違 い が

あ る の で は と 戸 惑 い ま し た が 、 言 葉 が

通 じ な く て も 育 児 経 験 だ け で な ん と か

な る ん だ な と 、 自 信 に つ な が り ま し た 。  

岩 上 　 フ ァ ミ サ ポ 開 設 前 に 、 知 り あ い

の 双 子 を と き ど き 預 か る 機 会 が あ り ま

し た 。 そ し て １０ 年 前 、 市 民 だ よ り で 会

員 募 集 の 記 事 を 見 つ け 、 「 今 ま で 私 が や

っ て き た こ と は こ れ だ ！ 」 と 思 い 、 会

員 登 録 し ま し た 。 １０ 年 間 の 活 動 で 依 頼

会 員 さ ん と の 出 会 い は 1 2 0 組 に 。 若

い お 母 さ ん や 小 さ な お 子 さ ん か ら パ ワ

ー を も ら い 、 更 年 期 知 ら ず で 元 気 に 過

ご す こ と が で き て い ま す 。  

― ― 杉 浦 　 ご 自 身 も 小 さ い お 子 さ ん が い

る 中 で の 、 援 助 活 動 は い か が で す か ？ ― ―  

神 谷 　 3 歳 の 女 の 子 を お 預 か り す る 機

会 が あ り ま し た 。 私 の 2 人 の 子 ど も は

競 う よ う に そ の 子 と 遊 び 、 次 の 来 宅 を

心 待 ち に し て い ま す 。  

深 谷 　 赤 ち ゃ ん を お 預 か り し た と き は 、

子 ど も た ち も と て も か わ い い と 思 っ た

様 子 で 喜 ん で い ま し た 。 赤 ち ゃ ん に 優

し く 接 す る 姿 を 見 て 、 自 分 の 子 ど も の

良 い と こ ろ を 改 め て 発 見 で き ま し た 。

始 め て よ か っ た で す ！  

― ― 杉 浦 　 １０ 年 間 活 動 を 続 け て こ ら れ

在 に な り 、 そ の 結 果 、 マ マ と お 子 さ ん

や お 姑 さ ん と の 関 係 が 良 好 で あ れ ば い

い で す ね 。  

岩 上 　 仕 事 を し て い る シ ン グ ル マ ザ ー

は 、 仕 事 と 家 事 が 手 一 杯 で 、 お 子 さ ん

が 甘 え ら れ る 余 裕 が な い 家 庭 も あ る と

思 い ま す 。 私 が お 預 か り し た 姉 妹 は 、

お ば あ ち ゃ ん が で き た よ う に 私 に 甘 え

て く れ て 、 そ の 感 覚 が 何 も の に も か え

が た い な と 思 い ま し た 。  

― ― 杉 浦 　 こ れ か ら の フ ァ ミ サ ポ に 期

待 す る こ と は あ り ま す か ？ ― ―  

岩 上 　 私 は 転 勤 族 の 妻 と し て 、 刈 谷 、

大 阪 、 金 沢 で 3 人 の 子 を 産 み 育 て て き

ま し た 。 下 の 子 の 出 産 の と き に 、 近 所

の 人 に 上 の 子 を 預 か っ て も ら っ た り 、

多 く の 人 に 助 け て も ら っ た り し て 自 分

の 子 ど も が 育 っ た と 思 っ て い ま す か ら 、

助 け あ い の 心 を 次 の 世 代 に つ な げ た い

で す 。 自 分 の ま い た 種 か ら 芽 が 出 る よ

う に 、 私 に お 子 さ ん を 預 け て く れ た 依

頼 会 員 さ ん の 数 人 が 援 助 会 員 と し て 活

動 し て い ま す 。 こ れ か ら も 、 地 域 の 子

育 て 支 援 の 輪 が つ な が っ て い く こ と を

願 っ て い ま す 。  

― ― 杉 浦 　 今 回 の 座 談 会 を 通 じ て 、 フ

ァ ミ サ ポ の 活 動 は 援 助 会 員 さ ん の 思 い

に 支 え ら れ て い る こ と を 再 確 認 さ せ て

い た だ き ま し た 。 今 後 と も 、 よ ろ し く

お 願 い し ま す 。 ― ―  
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地用排水機場のポンプ、モーター等の現状を見極め
課題

ながら、計画的かつ効率的にオーバーホールなどの整備を実施していく必要がある。
(できなか 

 ったこと)

指標名称（単位）
実績値 目標値

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

活動 改修ポンプ数 1 1 1 1 1
指標 （基）
成果   
指標

 
他市との
比較検証

Ｃ
　
事
　
業
　
コ
　
ス
　
ト

単位：千円
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度

（決算） （決算） （決算） （予算） 事業費内訳

事業費　① 36,950 67,116 61,415 59,000 合計 61,414,500 円
工事請負費 61,414,500 円

財
　
源

特定財源 20,865 39,621 36,901 36,215

一般財源 16,085 27,495 24,514 22,785

職員人件費　② 0 3,262 2,512 1,873

総事業費（①＋②） 36,950 70,378 63,927 60,873

建
設
事
業

全体事業費 0 ２３年度特定財源名称

２３年度迄の累積事業費 0 市町村振興協会基金交付金

２５年度以降の事業費見込 0

Ｄ
　
　
　
Ｏ
　
　
∧
　
　
実
　
　
施
　
　
∨

平成２

Ｐ
　
　
Ｌ
　
　
Ａ
　
　

４

Ｎ
　
∧
　
計
　
画
　
∨

Ａ

年

　
事
　
業
　
概
　
要

総合

度

計画
分野 都市環境

基本

　

施策 河川・池沼
施策体

刈

系
施策の内容 治水・雨

谷

水対策

目
　
　
　
的

　刈

市

谷市内には河川堤防よ

事

り低い土地が多く

主
た

務

る
内
容

　整備計画に基

事

づき、排水機場のポン

業

プ、モ
存在し、河川の

評

水位が上昇した時には

価

自然排 ーター、エンジ

シ

ン等の分解整備及び電

ー

気設備
水ができないた

ト

め、雨水等を強制的に

（

排水す 等の一部更新を

様

行う。
るために35箇

式

所の排水機場がある。

１

雨水対策 　
課が管理す

）

る28箇所の内、13

会

箇所の市街地用
排水機

計

場の機械設備等を改修

名

し、常に安定し
た排水

担

能力を保持し、耐用年

当

数を確保すると
共に長

部

寿命化を図ることによ

建

り、浸水被害を
未然に

設

防ぎ、市民の生命・財

部

産を守るもので
ある。

一

位
置
づ
け

関連計画  

根

般

拠法令  

対象者 市民 事

会

業期間 ～

実施方法 ■直

計

営　■委託　□指定管

排

理　□補助・助成　□

水

その他

機場改修事業
担当

Ｂ
　

課

事
　
業
　
実
　
績

２１年

雨

度実績 ２２年度実績 ２

水

３年度実績 ２４年度計

対

画

浜田第一排水機場 浜

策

田第一排水機場 浜田第

課

一排水機場 浜田第一排

款

水機場
　３号ポンプ分

項

解整備　1基 　４号ポ

目

ンプ分解整備　1基 　

課

５号ポンプ分解整備　

等

1基 　１号ポンプ分解

長

整備　1基
　３号除塵

名

機分解整備　1機 　４

牧

号除塵機分解整備　1

野

機 　５号除塵機分解整

　

備　1機 　１号除塵機

州

分解整備　1機
高松排

男

水機場
　建物改修　　

 

　　　1機場

　浜田第

8

一排水機場について、

3

ポンプ設備及び除塵機

2

のオーバーホールを実

作

施したことにより、非

成

常時においても万全の

者

成果 状態で各設備が機

早

能できるようになった

川

。

(できたこと)

　整

　

備計画に沿って執行で

幸

きているが、今後も市

治

内に13箇所ある市街
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Ｄ
　
内
　
部
　
評
　
価

各視点からの評価 評価の理由

　本市の河川沿線

平

は雨水の自然排水が困

成

難な地域(低地)
・法

２

的業務
高い

が多いため

４

、雨水排水を目的とし

年

た排水機場が不可欠で

度

必要性 ・市民ニーズ、

　

社会需要 ある。そのた

刈

め、排水機場は常に万

谷

全な状態に整備して
・

市

市民生活上必要である

事

　など おく必要がある

務

。

　排水機場の新設・

事

更新には、用地の確保

業

も含め相当の
・コスト

評

の節減、費用対効果
高

価

い
時間と費用がかかる

シ

。必要最小限の改修に

ー

より機能を確
効率性 ・

ト

執行体制の効率性 保す

（

ることで、コストの節

様

減と長寿命化を図るこ

式

とがで
・手段の最適性

２

　など きる。

　排水機

）

場という施設の特殊性

会

を考えると、市が主体

計

と
・市が主体となって

名

実施する
高い

なって実

担

施するべきである。
妥

当

当性 　べき事業である

部

か 　総合計画に、既成

建

市街地の浸水被害を防

設

ぐため、排水
・総合計

部

画との整合性　など 機

一

能の向上を図ることが

般

目的として掲げられて

会

いる。

　総合計画との

計

整合性から、市民の生

排

命・財産を浸水被

施策

水

への ・施策への貢献度

機

高い
害から守るべく排

場

水機能向上に寄与する

改

事業である。
・目標達

修

成度
貢献度 ・市民サー

事

ビスへの効果　など

今

業

後の方向性 □拡充　■

担

現状維持　□改善・効

当

率化　□縮小　□終期

課

設定　□休止・廃止

　

雨

短期的には、ポンプ等

水

の機器及び施設の耐用

対

年数は経過しておらず

策

、ポンプ等のオーバー

課

ホールによる改修で
機

款

能の確保と長寿命化を

項

図ることができるが、

目

中長期的には、耐用年

課

数を経過したポンプ等

等

機器の取替及び施設
の

長

更新を図る必要がある

名

。

牧野　

Ｃ
 
　
Ｈ

州

 
　
Ｅ
 
　
Ｃ
 
　
Ｋ
 

男

　
∧
　
評
　
価
　
∨

 

8 3 2 作成者 早川　幸治
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木造住宅取壊し  ： 51件 木造住宅取壊し  ： 40件
非木造住宅耐震診断：1件 ブロック塀等撤去：14件 ブロック塀等撤去： 28件 非木造住宅耐震診断：5件
ブロック塀等撤去：  9件 非木造住宅耐震改修：1件

ブロック塀等撤去： 20件

・住宅の耐震診断及び耐震改修等を促進し、木造住宅耐震改修の補助額の上限を120万円に拡充した。

成果 ・地震対策の補助制度を市民に周知するため、地区役員と連携して対象家屋を訪問するローラー作戦や、わんさか祭りで

(できたこと) 　耐震ブースの設置、小学校で出前講座の開催等を実施した。

・住宅の耐震化に対する潜在的な市民ニーズは大きく、耐震化の促進に向け補助制度の更なる市民周知が必要である。
課題

(できなか 

 ったこと)
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